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－ １３－１１ － 

項番 項目 
属性 

（※Ｚ） 
ﾊ゙ ｲﾄ数 内容 

必須入力※１ 
備考 

新規 変更 終了 

２１０ 
福祉・介護職員等処遇改

善加算の有無 
コード値 2 

福祉・介護職員等処遇改

善加算の有無をコードで

設定 

◎ ◎ ◎ 

01:無し 

02:Ⅰ 

03:Ⅱ 

04:Ⅲ 

05:Ⅳ 

06:Ⅴ 

※５、※９７ 

※９８ 

※１００ 

２１１ 
福祉・介護職員等処遇改

善加算（Ⅴ）区分 
コード値 2 

福祉・介護職員等処遇改

善加算（Ⅴ）区分をコード

で設定 

○ ○ ○ 

01:Ⅴ（１） 

02:Ⅴ（２） 

03:Ⅴ（３） 

04:Ⅴ（４） 

05:Ⅴ（５） 

06:Ⅴ（６） 

07:Ⅴ（７） 

08:Ⅴ（８） 

09:Ⅴ（９） 

10:Ⅴ（１０） 

11:Ⅴ（１１） 

12:Ⅴ（１２） 

13:Ⅴ（１３） 

14:Ⅴ（１４） 

※５、※９７ 

※９９ 

※１００ 

※１：必須入力 ◎：必須、○：パターン毎に必須、△：任意設定、空白：不要 

※２：同一事業所番号、同一サービス種類において複数の指定基準での登録がある場合には、サービス

種類毎に「000」～「999」までの番号を指定して登録する。 

 （対象サービス種類 ： 療養介護、生活介護、施設入所支援、共同生活介護（異動年月日の年月が

平成 26 年 3 月以前の場合）、共同生活援助、児童デイサービス（異動年月日の年月が平成 24 年 3

月以前の場合）、特定旧法指定施設（異動年月日の年月が平成 24 年 3 月以前の場合）、宿泊型自

立訓練（異動年月日の年月が平成 30 年 4 月以降の場合）、短期入所（異動年月日の年月が平成 30

年 4 月以降の場合）、自立訓練（機能訓練）（異動年月日の年月が平成 30 年 4 月以降の場合）、自

立訓練（生活訓練）（異動年月日の年月が平成 30 年 4 月以降の場合）） 

   また、上記以外については「000」を登録する。 

※３：当該サービスに関わる事業所を登録した市町村のコードを設定する。 

※４：指定年月日を設定する。 



－ １３－２６ － 

※９７：異動年月日の年月が令和6年5月以前の場合、“0”または“NULL”を設定する。それ以外の値が設

定された場合はエラーとし台帳への登録は行わない。 

※９８：異動年月日の年月が令和6年6月以降、令和7年3月以前の場合、「01:無し」、「02:Ⅰ」、「03:Ⅱ」、

「04:Ⅲ」、「05:Ⅳ」、または「06:Ⅴ」を設定する。異動年月日の年月が令和7年4月以降の場合、「01:

無し」、「02:Ⅰ」、「03:Ⅱ」、「04:Ⅲ」、または「05:Ⅳ」を設定する。 

重度包括、短期入所、施設入所支援及び就労定着支援については、異動年月日の年月が令和6

年6月以降、令和7年3月以前の場合、「01:無し」、「02:Ⅰ」、「04:Ⅲ」、「05:Ⅳ」、または「06:Ⅴ」を設

定し、異動年月日の年月が令和7年4月以降の場合、「01:無し」、「02:Ⅰ」、「04:Ⅲ」、または「05:Ⅳ」

を設定する。 

※９９：異動年月日の年月が令和6年6月以降、令和7年3月以前の場合、「福祉・介護職員等処遇改善加

算の有無」が「06:Ⅴ」の場合にのみ設定する。 

また、重度包括、短期入所、施設入所支援及び就労定着支援については、「01:Ⅴ（１）」、「02:Ⅴ

（２）」、「05:Ⅴ（５）」、「07:Ⅴ（７）」、「08:Ⅴ（８）」、「10:Ⅴ（１０）」、「11:Ⅴ（１１）」、「13:Ⅴ（１３）」、また

は「14:Ⅴ（１４）」を設定する。 

※１００：異動年月日の年月が令和6年5月以前の場合、「福祉・介護職員等処遇改善加算の有無」は「予

備１」、「福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）区分」は「予備２」と読み替えて使用する。 

※Ｂ：「インタフェース仕様書 都道府県編 Ⅰ．障害福祉サービス等 １．２ インタフェース一覧」参照。 

※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 

※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。 

 



施設等の区分 人員配置区分 障害児施設区分

定
員
区
分

送
迎
加
算

利
用
定
員
数

旧
法
施
設
定
員
数

新
事
業
移
行
施
設
区
分

栄
養
士
配
置
加
算
の
基
準

看
護
職
員
配
置
加
算
の
有
無

強
度
行
動
障
害
者
特
別
支
援
加
算

経
過
的
居
宅
介
護
利
用
型
区
分

視
覚
・
聴
覚
言
語
障
害
者
支
援
体
制
加
算

自
活
訓
練
加
算

（
Ⅰ

）

自
活
訓
練
加
算

（
Ⅱ

）

重
度
障
害
者
支
援
加
算

重
度
障
害
者
支
援

（
体
制

）
加
算
Ⅰ

（
基
本

）

重
度
障
害
者
支
援

（
体
制

）
加
算
Ⅰ

（
重
度

）

重
度
障
害
者
支
援
加
算
Ⅱ
・
Ⅲ

重
度
重
複
障
害
者
加
算

就
労
移
行
支
援
体
制
加
算

小
規
模
事
業
加
算

常
勤
医
師
加
算

食
事
提
供
体
制
加
算

訪
問
訓
練

自
立
生
活
支
援
加
算

神
経
内
科
医
加
算

精
神
障
害
者
退
院
支
援
施
設
加
算

短
期
滞
在
加
算

目
標
工
賃
達
成
加
算

共
同
生
活
介
護
夜
間
支
援
体
制
加
算

（
Ⅰ

）

11： 居宅介護

12： 重度訪問介護

13： 行動援護

14： 重度包括 ○ ○

15： 同行援護

01 Ⅰ型　02 Ⅱ型　03 Ⅲ型

04 Ⅳ型　05 Ⅴ型

1 一般 01 Ⅱ型　02 Ⅲ型　03 Ⅳ型

2 小規模多機能 04 Ⅴ型　05 Ⅵ型　06 Ⅶ型

07 Ⅷ型　08 Ⅸ型　09 Ⅹ型

10 ⅩⅠ型　11 Ⅰ型

1 福祉型

2 医療型

3 福祉型（強化）

1 当該施設が単独施設

1 介護サービス包括型 01 6:1以上　02 10:1以上

2 外部サービス利用型 03 旧Ⅰ型　04 旧Ⅱ型

3 日中サービス支援型 11 旧日中支援Ⅰ型

12 旧日中支援Ⅱ型

13 5:1以上

34： 宿泊型自立訓練 ○ ○ ○ ○

01 30:1未満

02 30:1以上

41： 自立訓練（機能訓練） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

42： 自立訓練（生活訓練） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

43： 就労移行支援 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

就労移行支援

（養成施設）

01 Ⅰ型（7.5：1）

02 Ⅱ型（10：1）

01 Ⅱ型（7.5：1）

02 Ⅲ型（10：1）

03 Ⅰ型（6：1）

47： 就労定着支援

52： 計画相談支援

53： 地域移行支援 1 Ⅱ  2 Ⅲ  3 Ⅰ

54： 地域定着支援

○○○○ ○46： 就労継続支援（Ｂ型） ○ ○

○○○○ ○45： 就労継続支援（Ａ型） ○ ○

○○○ ○44： ○ ○

35： 自立生活援助

○○ ○ ○33： 共同生活援助 ○ ○

○ ○ ○○○ ○ ○32： 施設入所支援 ○

○○24： 短期入所 ○ ○

○ ○○ ○○22： 生活介護 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

【　異動年月日の年月が令和7年4月以降の場合　】

サービス種類

21： 療養介護

− 14 −



施設等の区分 人員配置区分 障害児施設区分

11： 居宅介護

12： 重度訪問介護

13： 行動援護

14： 重度包括

15： 同行援護

01 Ⅰ型　02 Ⅱ型　03 Ⅲ型

04 Ⅳ型　05 Ⅴ型

1 一般 01 Ⅱ型　02 Ⅲ型　03 Ⅳ型

2 小規模多機能 04 Ⅴ型　05 Ⅵ型　06 Ⅶ型

07 Ⅷ型　08 Ⅸ型　09 Ⅹ型

10 ⅩⅠ型　11 Ⅰ型

1 福祉型

2 医療型

3 福祉型（強化）

1 当該施設が単独施設

1 介護サービス包括型 01 6:1以上　02 10:1以上

2 外部サービス利用型 03 旧Ⅰ型　04 旧Ⅱ型

3 日中サービス支援型 11 旧日中支援Ⅰ型

12 旧日中支援Ⅱ型

13 5:1以上

34： 宿泊型自立訓練

01 30:1未満

02 30:1以上

41： 自立訓練（機能訓練）

42： 自立訓練（生活訓練）

43： 就労移行支援

就労移行支援

（養成施設）

01 Ⅰ型（7.5：1）

02 Ⅱ型（10：1）

01 Ⅱ型（7.5：1）

02 Ⅲ型（10：1）

03 Ⅰ型（6：1）

47： 就労定着支援

52： 計画相談支援

53： 地域移行支援 1 Ⅱ  2 Ⅲ  3 Ⅰ

54： 地域定着支援

46： 就労継続支援（Ｂ型）

45： 就労継続支援（Ａ型）

44：

35： 自立生活援助

33： 共同生活援助

32： 施設入所支援

24： 短期入所

22： 生活介護

【　異動年月日の年月が令和7年4月以降の場合　】

サービス種類

21： 療養介護

夜
間
支
援
体
制
加
算

（
小
規
模
事
業
所

）

大
規
模
住
居
等
減
算

利
用
定
員
超
過
に
よ
る
減
算

職
員
欠
如
に
よ
る
減
算

標
準
利
用
期
間
超
過
減
算

利
用
日
数
特
例
届
出
有
無

就
労
継
続
Ａ
型
事
業
者
負
担
減
免
有
無

事
業
運
営
安
定
化
事
業
助
成
の
有
無

保
障
単
位
数

（
事
業
運
営
安
定
化

）

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ

ョ
ン
加
算

福
祉
専
門
職
員
配
置
等
加
算

地
域
生
活
移
行
個
別
支
援
特
別
加
算

特
定
事
業
所
加
算
区
分

相
談
支
援
機
能
強
化
型
体
制
の
有
無

指
導
員
加
配
加
算

通
勤
者
生
活
支
援
加
算

就
労
移
行
支
援
体
制
加
算
区
分

就
労
支
援
関
係
研
修
修
了
加
算

目
標
工
賃
達
成
指
導
員
配
置
加
算

単
独
型
加
算

小
規
模
定
員
加
算

共
同
生
活
援
助
夜
間
防
災
・
緊
急
時

支
援
体
制
加
算

（
Ⅰ

）

重
度
者
支
援
体
制
加
算

人
員
配
置
体
制
加
算

夜
勤
職
員
配
置
体
制
加
算

地
域
移
行
支
援
体
制
強
化
加
算

視
覚
障
害
者
専
門
職
員
配
置

福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
有
無

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○  ○

○

○

○○○○○ ○

○○○ ○○ ○

 ○○○ ○○ ○

○○

 ○○○ ○○○

○○○○

○○ ○

○○ ○○ ○ ○ ○

○○○ ○
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施設等の区分 人員配置区分 障害児施設区分

11： 居宅介護

12： 重度訪問介護

13： 行動援護

14： 重度包括

15： 同行援護

01 Ⅰ型　02 Ⅱ型　03 Ⅲ型

04 Ⅳ型　05 Ⅴ型

1 一般 01 Ⅱ型　02 Ⅲ型　03 Ⅳ型

2 小規模多機能 04 Ⅴ型　05 Ⅵ型　06 Ⅶ型

07 Ⅷ型　08 Ⅸ型　09 Ⅹ型

10 ⅩⅠ型　11 Ⅰ型

1 福祉型

2 医療型

3 福祉型（強化）

1 当該施設が単独施設

1 介護サービス包括型 01 6:1以上　02 10:1以上

2 外部サービス利用型 03 旧Ⅰ型　04 旧Ⅱ型

3 日中サービス支援型 11 旧日中支援Ⅰ型

12 旧日中支援Ⅱ型

13 5:1以上

34： 宿泊型自立訓練

01 30:1未満

02 30:1以上

41： 自立訓練（機能訓練）

42： 自立訓練（生活訓練）

43： 就労移行支援

就労移行支援

（養成施設）

01 Ⅰ型（7.5：1）

02 Ⅱ型（10：1）

01 Ⅱ型（7.5：1）

02 Ⅲ型（10：1）

03 Ⅰ型（6：1）

47： 就労定着支援

52： 計画相談支援

53： 地域移行支援 1 Ⅱ  2 Ⅲ  3 Ⅰ

54： 地域定着支援

46： 就労継続支援（Ｂ型）

45： 就労継続支援（Ａ型）

44：

35： 自立生活援助

33： 共同生活援助

32： 施設入所支援

24： 短期入所

22： 生活介護

【　異動年月日の年月が令和7年4月以降の場合　】

サービス種類

21： 療養介護

主
た
る
事
業
所
サ
ー

ビ
ス
種
類
コ
ー

ド
１

福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

キ
ャ
リ
ア
パ
ス
区
分

多
機
能
型
等
定
員
区
分

（
加
算

）

移
行
時
運
営
安
定
化
事
業
助
成
の
有
無

保
障
単
位
数

（
移
行
時
運
営
安
定
化

）

み
な
し
指
定
の
有
無

福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
特
別
加
算
の
有
無

緊
急
短
期
入
所
体
制
確
保
加
算
の
有
無

栄
養
士
配
置
減
算
の
有
無

就
労
移
行
・
定
着
実
績
区
分

宿
泊
型
自
立
訓
練
夜
間
防
災
・
緊
急
時

支
援
体
制
加
算

（
Ⅰ

）
の
有
無

職
業
指
導
員
体
制
の
有
無

重
度
知
的
障
害
児
収
容
棟
設
置
の
有
無

肢
体
不
自
由
児
施
設
重
度
病
棟
設
置
の
有
無

心
理
担
当
職
員
配
置
加
算
の
有
無

小
規
模
グ
ル
ー

プ
ケ
ア
加
算
の
有
無

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
専
任
加
算
の
有
無

障
害
児
施
設
区
分

送
迎
加
算

（
重
度

）

主
た
る
事
業
所
サ
ー

ビ
ス
種
類
コ
ー

ド
２

延
長
支
援
加
算
の
有
無

移
行
準
備
支
援
体
制
加
算
の
有
無

移
行
準
備
支
援
体
制
加
算

（
Ⅱ

）
の
有
無

共
同
生
活
介
護
夜
間
支
援
体
制
加
算

（
Ⅱ

）
の

有
無

共
同
生
活
援
助
夜
間
防
災
・
緊
急
時

支
援
体
制
加
算

（
Ⅱ

）
の
有
無

宿
泊
型
自
立
訓
練
夜
間
防
災
・
緊
急
時

支
援
体
制
加
算

（
Ⅱ

）
の
有
無

夜
間
支
援
等
体
制
加
算
区
分

主
た
る
事
業
所
施
設
区
分

配
置
医
減
算
の
有
無

医
療
連
携
体
制
加
算
の
有
無

　

 ○

○　

○　

○

○

○

○

○

○

○○○

○ ○○

○ 

○○ ○○○

○
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施設等の区分 人員配置区分 障害児施設区分

11： 居宅介護

12： 重度訪問介護

13： 行動援護

14： 重度包括

15： 同行援護

01 Ⅰ型　02 Ⅱ型　03 Ⅲ型

04 Ⅳ型　05 Ⅴ型

1 一般 01 Ⅱ型　02 Ⅲ型　03 Ⅳ型

2 小規模多機能 04 Ⅴ型　05 Ⅵ型　06 Ⅶ型

07 Ⅷ型　08 Ⅸ型　09 Ⅹ型

10 ⅩⅠ型　11 Ⅰ型

1 福祉型

2 医療型

3 福祉型（強化）

1 当該施設が単独施設

1 介護サービス包括型 01 6:1以上　02 10:1以上

2 外部サービス利用型 03 旧Ⅰ型　04 旧Ⅱ型

3 日中サービス支援型 11 旧日中支援Ⅰ型

12 旧日中支援Ⅱ型

13 5:1以上

34： 宿泊型自立訓練

01 30:1未満

02 30:1以上

41： 自立訓練（機能訓練）

42： 自立訓練（生活訓練）

43： 就労移行支援

就労移行支援

（養成施設）

01 Ⅰ型（7.5：1）

02 Ⅱ型（10：1）

01 Ⅱ型（7.5：1）

02 Ⅲ型（10：1）

03 Ⅰ型（6：1）

47： 就労定着支援

52： 計画相談支援

53： 地域移行支援 1 Ⅱ  2 Ⅲ  3 Ⅰ

54： 地域定着支援

46： 就労継続支援（Ｂ型）

45： 就労継続支援（Ａ型）

44：

35： 自立生活援助

33： 共同生活援助

32： 施設入所支援

24： 短期入所

22： 生活介護

【　異動年月日の年月が令和7年4月以降の場合　】

サービス種類

21： 療養介護

開
所
時
間
減
算
の
有
無

重
度
障
害
者

（
児

）
支
援
加
算

（
強
度
行
動
障
害

）
の
有
無

就
労
定
着
支
援
体
制
加
算
区
分

（
６
月
以
上
１
２
月
未
満

）

就
労
定
着
支
援
体
制
加
算
区
分

（
１
２
月
以
上
２
４
月
未
満

）

就
労
定
着
支
援
体
制
加
算
区
分

（
２
４
月
以
上
３
６
月
未
満

）

常
勤
看
護
職
員
等
配
置
加
算
の
有
無

指
定
管
理
者
制
度
適
用
区
分

就
労
定
着
率
区
分

就
労
定
着
実
績

共
生
型
サ
ー

ビ
ス
対
象
区
分

短
時
間
利
用
減
算
の
有
無

医
療
的
ケ
ア
対
応
支
援
加
算
の
有
無

重
度
児
者
対
応
支
援
加
算
の
有
無

大
規
模
減
算
の
有
無

精
神
障
害
者
地
域
移
行
特
別
加
算
の
有
無

夜
勤
職
員
加
配
加
算
の
有
無

個
別
計
画
訓
練
支
援
加
算
の
有
無

賃
金
向
上
達
成
指
導
員
配
置
加
算
の
有
無

平
均
労
働
時
間
区
分

平
均
工
賃
月
額
区
分

行
動
障
害
支
援
体
制
加
算
の
有
無

要
医
療
児
者
支
援
体
制
加
算
の
有
無

精
神
障
害
者
支
援
体
制
加
算
の
有
無

地
域
生
活
支
援
拠
点
等
相
談
強
化
加
算
の
有
無

地
域
体
制
強
化
共
同
支
援
体
制
の
有
無

社
会
生
活
支
援
特
別
加
算
の
有
無

職
場
適
応
援
助
者
養
成
研
修
修
了
者
配
置

体
制
加
算
の
有
無

○

○

○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○○○

○○○

○○ ○

○ ○ ○○

○

○○○ ○ ○

○ ○○ ○○

○

− 14−3 −



施設等の区分 人員配置区分 障害児施設区分

11： 居宅介護

12： 重度訪問介護

13： 行動援護

14： 重度包括

15： 同行援護

01 Ⅰ型　02 Ⅱ型　03 Ⅲ型

04 Ⅳ型　05 Ⅴ型

1 一般 01 Ⅱ型　02 Ⅲ型　03 Ⅳ型

2 小規模多機能 04 Ⅴ型　05 Ⅵ型　06 Ⅶ型

07 Ⅷ型　08 Ⅸ型　09 Ⅹ型

10 ⅩⅠ型　11 Ⅰ型

1 福祉型

2 医療型

3 福祉型（強化）

1 当該施設が単独施設

1 介護サービス包括型 01 6:1以上　02 10:1以上

2 外部サービス利用型 03 旧Ⅰ型　04 旧Ⅱ型

3 日中サービス支援型 11 旧日中支援Ⅰ型

12 旧日中支援Ⅱ型

13 5:1以上

34： 宿泊型自立訓練

01 30:1未満

02 30:1以上

41： 自立訓練（機能訓練）

42： 自立訓練（生活訓練）

43： 就労移行支援

就労移行支援

（養成施設）

01 Ⅰ型（7.5：1）

02 Ⅱ型（10：1）

01 Ⅱ型（7.5：1）

02 Ⅲ型（10：1）

03 Ⅰ型（6：1）

47： 就労定着支援

52： 計画相談支援

53： 地域移行支援 1 Ⅱ  2 Ⅲ  3 Ⅰ

54： 地域定着支援

46： 就労継続支援（Ｂ型）

45： 就労継続支援（Ａ型）

44：

35： 自立生活援助

33： 共同生活援助

32： 施設入所支援

24： 短期入所

22： 生活介護

【　異動年月日の年月が令和7年4月以降の場合　】

サービス種類

21： 療養介護

児
童
指
導
員
等
加
配
加
算
の
有
無

サ
ー

ビ
ス
管
理
責
任
者
欠
如
減
算

就
労
定
着
支
援
利
用
者
数

地
域
生
活
支
援
拠
点
等
区
分

福
祉
・
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
の

有
無

共
同
生
活
援
助
夜
間
支
援
等
体
制
加
算

対
象
利
用
者
数

夜
間
支
援
等
体
制
加
算
Ⅰ
加
配
職
員
体
制
の

有
無

評
価
点
区
分

自
己
評
価
結
果
等
未
公
表
減
算
の
有
無

就
労
移
行
支
援
体
制

（
就
労
定
着
者
数

）

ソ
ー

シ
ャ
ル
ワ
ー

カ
ー

配
置
加
算
の
有
無

口
腔
衛
生
管
理
体
制
加
算
の
有
無

日
中
活
動
支
援
加
算
の
有
無

主
任
相
談
支
援
専
門
員
配
置
加
算
の
有
無

居
住
支
援
連
携
体
制
加
算
区
分

ピ
ア
サ
ポ
ー

ト
体
制
加
算
の
有
無

強
度
行
動
障
害
者
体
験
利
用
加
算
の
有
無

福
祉
・
介
護
職
員
等
ベ
ー

ス
ア

ッ
プ
等

支
援
加
算
の
有
無

特
定
事
業
所

（
経
過
措
置
対
象

）
区
分

地
域
移
行
支
援
体
制
加
算
の
有
無

地
域
移
行
支
援
体
制

（
定
員
減
少
数

）

夜
間
看
護
体
制

（
看
護
職
員
配
置
数

）

常
勤
看
護
職
員
等
配
置

（
看
護
職
員
常
勤
換
算
員
数

）

入
浴
支
援
加
算
の
有
無

目
標
工
賃
達
成
の
有
無

支
援
体
制
構
築
未
実
施
減
算
の
有
無

中
核
的
人
材
配
置
体
制
の
有
無

移
行
支
援
住
居
体
制

（
自
立
生
活
支
援
加
算

（
Ⅲ

）
）
の
有
無

地
域
生
活
支
援
拠
点
等
機
能
強
化
体
制
の
有
無

虐
待
防
止
措
置
未
実
施
減
算
の
有
無

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○○○○○○

○○○ ○ ○○

○ ○○

○○○ ○○ ○

○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○

○ ○○ ○○○○

○○○○

○ ○○ ○○○ ○

○○ ○
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施設等の区分 人員配置区分 障害児施設区分

11： 居宅介護

12： 重度訪問介護

13： 行動援護

14： 重度包括

15： 同行援護

01 Ⅰ型　02 Ⅱ型　03 Ⅲ型

04 Ⅳ型　05 Ⅴ型

1 一般 01 Ⅱ型　02 Ⅲ型　03 Ⅳ型

2 小規模多機能 04 Ⅴ型　05 Ⅵ型　06 Ⅶ型

07 Ⅷ型　08 Ⅸ型　09 Ⅹ型

10 ⅩⅠ型　11 Ⅰ型

1 福祉型

2 医療型

3 福祉型（強化）

1 当該施設が単独施設

1 介護サービス包括型 01 6:1以上　02 10:1以上

2 外部サービス利用型 03 旧Ⅰ型　04 旧Ⅱ型

3 日中サービス支援型 11 旧日中支援Ⅰ型

12 旧日中支援Ⅱ型

13 5:1以上

34： 宿泊型自立訓練

01 30:1未満

02 30:1以上

41： 自立訓練（機能訓練）

42： 自立訓練（生活訓練）

43： 就労移行支援

就労移行支援

（養成施設）

01 Ⅰ型（7.5：1）

02 Ⅱ型（10：1）

01 Ⅱ型（7.5：1）

02 Ⅲ型（10：1）

03 Ⅰ型（6：1）

47： 就労定着支援

52： 計画相談支援

53： 地域移行支援 1 Ⅱ  2 Ⅲ  3 Ⅰ

54： 地域定着支援

46： 就労継続支援（Ｂ型）

45： 就労継続支援（Ａ型）

44：

35： 自立生活援助

33： 共同生活援助

32： 施設入所支援

24： 短期入所

22： 生活介護

【　異動年月日の年月が令和7年4月以降の場合　】

サービス種類

21： 療養介護

身
体
拘
束
廃
止
未
実
施
減
算
の
有
無

高
次
脳
機
能
障
害
者
支
援
体
制
加
算
の
有
無

情
報
公
表
未
報
告
減
算
の
有
無

栄
養
改
善
加
算
の
有
無

地
域
移
行
等
意
向
確
認
体
制
未
整
備
減
算
の

有
無

業
務
継
続
計
画
未
策
定
減
算
の
有
無

障
害
者
支
援
施
設
等
感
染
対
策
向
上
加
算
の

有
無

福
祉
・
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算
の
有
無

福
祉
・
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

（
Ⅴ

）
区

分

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○○ ○ ○

○ ○○ ○ ○

○ ○○ ○ ○

○ ○○

○○ ○ ○ ○○

○ ○ ○ ○○ ○

○ ○○ ○

○○ ○ ○ ○ ○

○○ ○○
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施設等の区分 人員配置区分 障害児施設区分

定
員
区
分

送
迎
加
算

利
用
定
員
数

旧
法
施
設
定
員
数

新
事
業
移
行
施
設
区
分

栄
養
士
配
置
加
算
の
基
準

看
護
職
員
配
置
加
算
の
有
無

強
度
行
動
障
害
者
特
別
支
援
加
算

経
過
的
居
宅
介
護
利
用
型
区
分

視
覚
・
聴
覚
言
語
障
害
者
支
援
体
制
加
算

自
活
訓
練
加
算

（
Ⅰ

）

自
活
訓
練
加
算

（
Ⅱ

）

重
度
障
害
者
支
援
加
算

重
度
障
害
者
支
援

（
体
制

）
加
算
Ⅰ

（
基
本

）

重
度
障
害
者
支
援

（
体
制

）
加
算
Ⅰ

（
重
度

）

重
度
障
害
者
支
援
加
算
Ⅱ
・
Ⅲ

重
度
重
複
障
害
者
加
算

就
労
移
行
支
援
体
制
加
算

小
規
模
事
業
加
算

常
勤
医
師
加
算

食
事
提
供
体
制
加
算

訪
問
訓
練

自
立
生
活
支
援
加
算

神
経
内
科
医
加
算

精
神
障
害
者
退
院
支
援
施
設
加
算

短
期
滞
在
加
算

目
標
工
賃
達
成
加
算

共
同
生
活
介
護
夜
間
支
援
体
制
加
算

（
Ⅰ

）

11： 居宅介護

12： 重度訪問介護

13： 行動援護

14： 重度包括 ○ ○

15： 同行援護

01 Ⅰ型　02 Ⅱ型　03 Ⅲ型

04 Ⅳ型　05 Ⅴ型

1 一般 01 Ⅱ型　02 Ⅲ型　03 Ⅳ型

2 小規模多機能 04 Ⅴ型　05 Ⅵ型　06 Ⅶ型

07 Ⅷ型　08 Ⅸ型　09 Ⅹ型

10 ⅩⅠ型　11 Ⅰ型

1 福祉型

2 医療型

3 福祉型（強化）

1 当該施設が単独施設

1 介護サービス包括型 01 6:1以上　02 10:1以上

2 外部サービス利用型 03 旧Ⅰ型　04 旧Ⅱ型

3 日中サービス支援型 11 旧日中支援Ⅰ型

12 旧日中支援Ⅱ型

13 5:1以上

34： 宿泊型自立訓練 ○ ○ ○ ○

01 30:1未満

02 30:1以上

41： 自立訓練（機能訓練） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

42： 自立訓練（生活訓練） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

43： 就労移行支援 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

就労移行支援

（養成施設）

01 Ⅰ型（7.5：1）

02 Ⅱ型（10：1）

01 Ⅱ型（7.5：1）

02 Ⅲ型（10：1）

03 Ⅰ型（6：1）

47： 就労定着支援

52： 計画相談支援

53： 地域移行支援 1 Ⅱ  2 Ⅲ  3 Ⅰ

54： 地域定着支援

○○○○ ○46： 就労継続支援（Ｂ型） ○ ○

○○○○ ○45： 就労継続支援（Ａ型） ○ ○

○○○ ○44： ○ ○

35： 自立生活援助

○○ ○ ○33： 共同生活援助 ○ ○

○ ○ ○○○ ○ ○32： 施設入所支援 ○

○○24： 短期入所 ○ ○

○ ○○ ○○22： 生活介護 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

【　異動年月日の年月が令和6年6月～令和7年3月の場合　】

サービス種類

21： 療養介護
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施設等の区分 人員配置区分 障害児施設区分

11： 居宅介護

12： 重度訪問介護

13： 行動援護

14： 重度包括

15： 同行援護

01 Ⅰ型　02 Ⅱ型　03 Ⅲ型

04 Ⅳ型　05 Ⅴ型

1 一般 01 Ⅱ型　02 Ⅲ型　03 Ⅳ型

2 小規模多機能 04 Ⅴ型　05 Ⅵ型　06 Ⅶ型

07 Ⅷ型　08 Ⅸ型　09 Ⅹ型

10 ⅩⅠ型　11 Ⅰ型

1 福祉型

2 医療型

3 福祉型（強化）

1 当該施設が単独施設

1 介護サービス包括型 01 6:1以上　02 10:1以上

2 外部サービス利用型 03 旧Ⅰ型　04 旧Ⅱ型

3 日中サービス支援型 11 旧日中支援Ⅰ型

12 旧日中支援Ⅱ型

13 5:1以上

34： 宿泊型自立訓練

01 30:1未満

02 30:1以上

41： 自立訓練（機能訓練）

42： 自立訓練（生活訓練）

43： 就労移行支援

就労移行支援

（養成施設）

01 Ⅰ型（7.5：1）

02 Ⅱ型（10：1）

01 Ⅱ型（7.5：1）

02 Ⅲ型（10：1）

03 Ⅰ型（6：1）

47： 就労定着支援

52： 計画相談支援

53： 地域移行支援 1 Ⅱ  2 Ⅲ  3 Ⅰ

54： 地域定着支援

46： 就労継続支援（Ｂ型）

45： 就労継続支援（Ａ型）

44：

35： 自立生活援助

33： 共同生活援助

32： 施設入所支援

24： 短期入所

22： 生活介護

【　異動年月日の年月が令和6年6月～令和7年3月の場合　】

サービス種類

21： 療養介護

夜
間
支
援
体
制
加
算

（
小
規
模
事
業
所

）

大
規
模
住
居
等
減
算

利
用
定
員
超
過
に
よ
る
減
算

職
員
欠
如
に
よ
る
減
算

標
準
利
用
期
間
超
過
減
算

利
用
日
数
特
例
届
出
有
無

就
労
継
続
Ａ
型
事
業
者
負
担
減
免
有
無

事
業
運
営
安
定
化
事
業
助
成
の
有
無

保
障
単
位
数

（
事
業
運
営
安
定
化

）

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ

ョ
ン
加
算

福
祉
専
門
職
員
配
置
等
加
算

地
域
生
活
移
行
個
別
支
援
特
別
加
算

特
定
事
業
所
加
算
区
分

相
談
支
援
機
能
強
化
型
体
制
の
有
無

指
導
員
加
配
加
算

通
勤
者
生
活
支
援
加
算

就
労
移
行
支
援
体
制
加
算
区
分

就
労
支
援
関
係
研
修
修
了
加
算

目
標
工
賃
達
成
指
導
員
配
置
加
算

単
独
型
加
算

小
規
模
定
員
加
算

共
同
生
活
援
助
夜
間
防
災
・
緊
急
時

支
援
体
制
加
算

（
Ⅰ

）

重
度
者
支
援
体
制
加
算

人
員
配
置
体
制
加
算

夜
勤
職
員
配
置
体
制
加
算

地
域
移
行
支
援
体
制
強
化
加
算

視
覚
障
害
者
専
門
職
員
配
置

福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
有
無

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○  ○

○

○

○○○○○ ○

○○○ ○○ ○

 ○○○ ○○ ○

○○

 ○○○ ○○○

○○○○

○○ ○

○○ ○○ ○ ○ ○

○○○ ○
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施設等の区分 人員配置区分 障害児施設区分

11： 居宅介護

12： 重度訪問介護

13： 行動援護

14： 重度包括

15： 同行援護

01 Ⅰ型　02 Ⅱ型　03 Ⅲ型

04 Ⅳ型　05 Ⅴ型

1 一般 01 Ⅱ型　02 Ⅲ型　03 Ⅳ型

2 小規模多機能 04 Ⅴ型　05 Ⅵ型　06 Ⅶ型

07 Ⅷ型　08 Ⅸ型　09 Ⅹ型

10 ⅩⅠ型　11 Ⅰ型

1 福祉型

2 医療型

3 福祉型（強化）

1 当該施設が単独施設

1 介護サービス包括型 01 6:1以上　02 10:1以上

2 外部サービス利用型 03 旧Ⅰ型　04 旧Ⅱ型

3 日中サービス支援型 11 旧日中支援Ⅰ型

12 旧日中支援Ⅱ型

13 5:1以上

34： 宿泊型自立訓練

01 30:1未満

02 30:1以上

41： 自立訓練（機能訓練）

42： 自立訓練（生活訓練）

43： 就労移行支援

就労移行支援

（養成施設）

01 Ⅰ型（7.5：1）

02 Ⅱ型（10：1）

01 Ⅱ型（7.5：1）

02 Ⅲ型（10：1）

03 Ⅰ型（6：1）

47： 就労定着支援

52： 計画相談支援

53： 地域移行支援 1 Ⅱ  2 Ⅲ  3 Ⅰ

54： 地域定着支援

46： 就労継続支援（Ｂ型）

45： 就労継続支援（Ａ型）

44：

35： 自立生活援助

33： 共同生活援助

32： 施設入所支援

24： 短期入所

22： 生活介護

【　異動年月日の年月が令和6年6月～令和7年3月の場合　】

サービス種類

21： 療養介護

主
た
る
事
業
所
サ
ー

ビ
ス
種
類
コ
ー

ド
１

福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

キ
ャ
リ
ア
パ
ス
区
分

多
機
能
型
等
定
員
区
分

（
加
算

）

移
行
時
運
営
安
定
化
事
業
助
成
の
有
無

保
障
単
位
数

（
移
行
時
運
営
安
定
化

）

み
な
し
指
定
の
有
無

福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
特
別
加
算
の
有
無

緊
急
短
期
入
所
体
制
確
保
加
算
の
有
無

栄
養
士
配
置
減
算
の
有
無

就
労
移
行
・
定
着
実
績
区
分

宿
泊
型
自
立
訓
練
夜
間
防
災
・
緊
急
時

支
援
体
制
加
算

（
Ⅰ

）
の
有
無

職
業
指
導
員
体
制
の
有
無

重
度
知
的
障
害
児
収
容
棟
設
置
の
有
無

肢
体
不
自
由
児
施
設
重
度
病
棟
設
置
の
有
無

心
理
担
当
職
員
配
置
加
算
の
有
無

小
規
模
グ
ル
ー

プ
ケ
ア
加
算
の
有
無

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
専
任
加
算
の
有
無

障
害
児
施
設
区
分

送
迎
加
算

（
重
度

）

主
た
る
事
業
所
サ
ー

ビ
ス
種
類
コ
ー

ド
２

延
長
支
援
加
算
の
有
無

移
行
準
備
支
援
体
制
加
算
の
有
無

移
行
準
備
支
援
体
制
加
算

（
Ⅱ

）
の
有
無

共
同
生
活
介
護
夜
間
支
援
体
制
加
算

（
Ⅱ

）
の

有
無

共
同
生
活
援
助
夜
間
防
災
・
緊
急
時

支
援
体
制
加
算

（
Ⅱ

）
の
有
無

宿
泊
型
自
立
訓
練
夜
間
防
災
・
緊
急
時

支
援
体
制
加
算

（
Ⅱ

）
の
有
無

夜
間
支
援
等
体
制
加
算
区
分

主
た
る
事
業
所
施
設
区
分

配
置
医
減
算
の
有
無

医
療
連
携
体
制
加
算
の
有
無

　

 ○

○　

○　

○

○

○

○

○

○

○○○

○ ○○

○ 

○○ ○○○

○
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施設等の区分 人員配置区分 障害児施設区分

11： 居宅介護

12： 重度訪問介護

13： 行動援護

14： 重度包括

15： 同行援護

01 Ⅰ型　02 Ⅱ型　03 Ⅲ型

04 Ⅳ型　05 Ⅴ型

1 一般 01 Ⅱ型　02 Ⅲ型　03 Ⅳ型

2 小規模多機能 04 Ⅴ型　05 Ⅵ型　06 Ⅶ型

07 Ⅷ型　08 Ⅸ型　09 Ⅹ型

10 ⅩⅠ型　11 Ⅰ型

1 福祉型

2 医療型

3 福祉型（強化）

1 当該施設が単独施設

1 介護サービス包括型 01 6:1以上　02 10:1以上

2 外部サービス利用型 03 旧Ⅰ型　04 旧Ⅱ型

3 日中サービス支援型 11 旧日中支援Ⅰ型

12 旧日中支援Ⅱ型

13 5:1以上

34： 宿泊型自立訓練

01 30:1未満

02 30:1以上

41： 自立訓練（機能訓練）

42： 自立訓練（生活訓練）

43： 就労移行支援

就労移行支援

（養成施設）

01 Ⅰ型（7.5：1）

02 Ⅱ型（10：1）

01 Ⅱ型（7.5：1）

02 Ⅲ型（10：1）

03 Ⅰ型（6：1）

47： 就労定着支援

52： 計画相談支援

53： 地域移行支援 1 Ⅱ  2 Ⅲ  3 Ⅰ

54： 地域定着支援

46： 就労継続支援（Ｂ型）

45： 就労継続支援（Ａ型）

44：

35： 自立生活援助

33： 共同生活援助

32： 施設入所支援

24： 短期入所

22： 生活介護

【　異動年月日の年月が令和6年6月～令和7年3月の場合　】

サービス種類

21： 療養介護

開
所
時
間
減
算
の
有
無

重
度
障
害
者

（
児

）
支
援
加
算

（
強
度
行
動
障
害

）
の
有
無

就
労
定
着
支
援
体
制
加
算
区
分

（
６
月
以
上
１
２
月
未
満

）

就
労
定
着
支
援
体
制
加
算
区
分

（
１
２
月
以
上
２
４
月
未
満

）

就
労
定
着
支
援
体
制
加
算
区
分

（
２
４
月
以
上
３
６
月
未
満

）

常
勤
看
護
職
員
等
配
置
加
算
の
有
無

指
定
管
理
者
制
度
適
用
区
分

就
労
定
着
率
区
分

就
労
定
着
実
績

共
生
型
サ
ー

ビ
ス
対
象
区
分

短
時
間
利
用
減
算
の
有
無

医
療
的
ケ
ア
対
応
支
援
加
算
の
有
無

重
度
児
者
対
応
支
援
加
算
の
有
無

大
規
模
減
算
の
有
無

精
神
障
害
者
地
域
移
行
特
別
加
算
の
有
無

夜
勤
職
員
加
配
加
算
の
有
無

個
別
計
画
訓
練
支
援
加
算
の
有
無

賃
金
向
上
達
成
指
導
員
配
置
加
算
の
有
無

平
均
労
働
時
間
区
分

平
均
工
賃
月
額
区
分

行
動
障
害
支
援
体
制
加
算
の
有
無

要
医
療
児
者
支
援
体
制
加
算
の
有
無

精
神
障
害
者
支
援
体
制
加
算
の
有
無

地
域
生
活
支
援
拠
点
等
相
談
強
化
加
算
の
有
無

地
域
体
制
強
化
共
同
支
援
体
制
の
有
無

社
会
生
活
支
援
特
別
加
算
の
有
無

職
場
適
応
援
助
者
養
成
研
修
修
了
者
配
置

体
制
加
算
の
有
無

○

○

○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○○○

○○○

○○ ○

○ ○ ○○

○

○○○ ○ ○

○ ○○ ○○

○

− 14−9 −



施設等の区分 人員配置区分 障害児施設区分

11： 居宅介護

12： 重度訪問介護

13： 行動援護

14： 重度包括

15： 同行援護

01 Ⅰ型　02 Ⅱ型　03 Ⅲ型

04 Ⅳ型　05 Ⅴ型

1 一般 01 Ⅱ型　02 Ⅲ型　03 Ⅳ型

2 小規模多機能 04 Ⅴ型　05 Ⅵ型　06 Ⅶ型

07 Ⅷ型　08 Ⅸ型　09 Ⅹ型

10 ⅩⅠ型　11 Ⅰ型

1 福祉型

2 医療型

3 福祉型（強化）

1 当該施設が単独施設

1 介護サービス包括型 01 6:1以上　02 10:1以上

2 外部サービス利用型 03 旧Ⅰ型　04 旧Ⅱ型

3 日中サービス支援型 11 旧日中支援Ⅰ型

12 旧日中支援Ⅱ型

13 5:1以上

34： 宿泊型自立訓練

01 30:1未満

02 30:1以上

41： 自立訓練（機能訓練）

42： 自立訓練（生活訓練）

43： 就労移行支援

就労移行支援

（養成施設）

01 Ⅰ型（7.5：1）

02 Ⅱ型（10：1）

01 Ⅱ型（7.5：1）

02 Ⅲ型（10：1）

03 Ⅰ型（6：1）

47： 就労定着支援

52： 計画相談支援

53： 地域移行支援 1 Ⅱ  2 Ⅲ  3 Ⅰ

54： 地域定着支援

46： 就労継続支援（Ｂ型）

45： 就労継続支援（Ａ型）

44：

35： 自立生活援助

33： 共同生活援助

32： 施設入所支援

24： 短期入所

22： 生活介護

【　異動年月日の年月が令和6年6月～令和7年3月の場合　】

サービス種類

21： 療養介護

児
童
指
導
員
等
加
配
加
算
の
有
無

サ
ー

ビ
ス
管
理
責
任
者
欠
如
減
算

就
労
定
着
支
援
利
用
者
数

地
域
生
活
支
援
拠
点
等
区
分

福
祉
・
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
の

有
無

共
同
生
活
援
助
夜
間
支
援
等
体
制
加
算

対
象
利
用
者
数

夜
間
支
援
等
体
制
加
算
Ⅰ
加
配
職
員
体
制
の

有
無

評
価
点
区
分

自
己
評
価
結
果
等
未
公
表
減
算
の
有
無

就
労
移
行
支
援
体
制

（
就
労
定
着
者
数

）

ソ
ー

シ
ャ
ル
ワ
ー

カ
ー

配
置
加
算
の
有
無

口
腔
衛
生
管
理
体
制
加
算
の
有
無

日
中
活
動
支
援
加
算
の
有
無

主
任
相
談
支
援
専
門
員
配
置
加
算
の
有
無

居
住
支
援
連
携
体
制
加
算
区
分

ピ
ア
サ
ポ
ー

ト
体
制
加
算
の
有
無

強
度
行
動
障
害
者
体
験
利
用
加
算
の
有
無

福
祉
・
介
護
職
員
等
ベ
ー

ス
ア

ッ
プ
等

支
援
加
算
の
有
無

特
定
事
業
所

（
経
過
措
置
対
象

）
区
分

地
域
移
行
支
援
体
制
加
算
の
有
無

地
域
移
行
支
援
体
制

（
定
員
減
少
数

）

夜
間
看
護
体
制

（
看
護
職
員
配
置
数

）

常
勤
看
護
職
員
等
配
置

（
看
護
職
員
常
勤
換
算
員
数

）

入
浴
支
援
加
算
の
有
無

目
標
工
賃
達
成
の
有
無

支
援
体
制
構
築
未
実
施
減
算
の
有
無

中
核
的
人
材
配
置
体
制
の
有
無

移
行
支
援
住
居
体
制

（
自
立
生
活
支
援
加
算

（
Ⅲ

）
）
の
有
無

地
域
生
活
支
援
拠
点
等
機
能
強
化
体
制
の
有
無

虐
待
防
止
措
置
未
実
施
減
算
の
有
無

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○○○○○○

○○○ ○ ○○

○ ○○

○○○ ○○ ○

○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○

○ ○○ ○○○○

○○○○

○ ○○ ○○○ ○

○○ ○
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施設等の区分 人員配置区分 障害児施設区分

11： 居宅介護

12： 重度訪問介護

13： 行動援護

14： 重度包括

15： 同行援護

01 Ⅰ型　02 Ⅱ型　03 Ⅲ型

04 Ⅳ型　05 Ⅴ型

1 一般 01 Ⅱ型　02 Ⅲ型　03 Ⅳ型

2 小規模多機能 04 Ⅴ型　05 Ⅵ型　06 Ⅶ型

07 Ⅷ型　08 Ⅸ型　09 Ⅹ型

10 ⅩⅠ型　11 Ⅰ型

1 福祉型

2 医療型

3 福祉型（強化）

1 当該施設が単独施設

1 介護サービス包括型 01 6:1以上　02 10:1以上

2 外部サービス利用型 03 旧Ⅰ型　04 旧Ⅱ型

3 日中サービス支援型 11 旧日中支援Ⅰ型

12 旧日中支援Ⅱ型

13 5:1以上

34： 宿泊型自立訓練

01 30:1未満

02 30:1以上

41： 自立訓練（機能訓練）

42： 自立訓練（生活訓練）

43： 就労移行支援

就労移行支援

（養成施設）

01 Ⅰ型（7.5：1）

02 Ⅱ型（10：1）

01 Ⅱ型（7.5：1）

02 Ⅲ型（10：1）

03 Ⅰ型（6：1）

47： 就労定着支援

52： 計画相談支援

53： 地域移行支援 1 Ⅱ  2 Ⅲ  3 Ⅰ

54： 地域定着支援

46： 就労継続支援（Ｂ型）

45： 就労継続支援（Ａ型）

44：

35： 自立生活援助

33： 共同生活援助

32： 施設入所支援

24： 短期入所

22： 生活介護

【　異動年月日の年月が令和6年6月～令和7年3月の場合　】

サービス種類

21： 療養介護

身
体
拘
束
廃
止
未
実
施
減
算
の
有
無

高
次
脳
機
能
障
害
者
支
援
体
制
加
算
の
有
無

情
報
公
表
未
報
告
減
算
の
有
無

栄
養
改
善
加
算
の
有
無

地
域
移
行
等
意
向
確
認
体
制
未
整
備
減
算
の

有
無

業
務
継
続
計
画
未
策
定
減
算
の
有
無

障
害
者
支
援
施
設
等
感
染
対
策
向
上
加
算
の

有
無

福
祉
・
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算
の
有
無

福
祉
・
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

（
Ⅴ

）
区

分

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○

○

○ ○ ○○ ○ ○

○ ○ ○○ ○ ○

○ ○ ○○ ○ ○

○ ○○

○ ○○ ○ ○ ○○

○○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○

○ ○○ ○○
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施設等の区分 人員配置区分 障害児施設区分

定
員
区
分

送
迎
加
算

利
用
定
員
数

旧
法
施
設
定
員
数

新
事
業
移
行
施
設
区
分

栄
養
士
配
置
加
算
の
基
準

看
護
職
員
配
置
加
算
の
有
無

強
度
行
動
障
害
者
特
別
支
援
加
算

経
過
的
居
宅
介
護
利
用
型
区
分

視
覚
・
聴
覚
言
語
障
害
者
支
援
体
制
加
算

自
活
訓
練
加
算

（
Ⅰ

）

自
活
訓
練
加
算

（
Ⅱ

）

重
度
障
害
者
支
援
加
算

重
度
障
害
者
支
援

（
体
制

）
加
算
Ⅰ

（
基
本

）

重
度
障
害
者
支
援

（
体
制

）
加
算
Ⅰ

（
重
度

）

重
度
障
害
者
支
援
加
算
Ⅱ
・
Ⅲ

重
度
重
複
障
害
者
加
算

就
労
移
行
支
援
体
制
加
算

小
規
模
事
業
加
算

常
勤
医
師
加
算

食
事
提
供
体
制
加
算

訪
問
訓
練

自
立
生
活
支
援
加
算

神
経
内
科
医
加
算

精
神
障
害
者
退
院
支
援
施
設
加
算

短
期
滞
在
加
算

目
標
工
賃
達
成
加
算

共
同
生
活
介
護
夜
間
支
援
体
制
加
算

（
Ⅰ

）

11： 居宅介護

12： 重度訪問介護

13： 行動援護

14： 重度包括 ○ ○

15： 同行援護

01 Ⅰ型　02 Ⅱ型　03 Ⅲ型

04 Ⅳ型　05 Ⅴ型

1 一般 01 Ⅱ型　02 Ⅲ型　03 Ⅳ型

2 小規模多機能 04 Ⅴ型　05 Ⅵ型　06 Ⅶ型

07 Ⅷ型　08 Ⅸ型　09 Ⅹ型

10 ⅩⅠ型　11 Ⅰ型

1 福祉型

2 医療型

3 福祉型（強化）

1 当該施設が単独施設

1 介護サービス包括型 01 6:1以上　02 10:1以上

2 外部サービス利用型 03 旧Ⅰ型　04 旧Ⅱ型

3 日中サービス支援型 11 旧日中支援Ⅰ型

12 旧日中支援Ⅱ型

13 5:1以上

34： 宿泊型自立訓練 ○ ○ ○ ○

01 30:1未満

02 30:1以上

41： 自立訓練（機能訓練） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

42： 自立訓練（生活訓練） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

43： 就労移行支援 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

就労移行支援

（養成施設）

01 Ⅰ型（7.5：1）

02 Ⅱ型（10：1）

01 Ⅱ型（7.5：1）

02 Ⅲ型（10：1）

03 Ⅰ型（6：1）

47： 就労定着支援

52： 計画相談支援

53： 地域移行支援 1 Ⅱ  2 Ⅲ  3 Ⅰ

54： 地域定着支援

○○○○ ○46： 就労継続支援（Ｂ型） ○ ○

○ ○○45： 就労継続支援（Ａ型） ○ ○ ○ ○

○○

○○

○ ○44： ○ ○

○

35： 自立生活援助

○

○

○

○33： 共同生活援助 ○

○ ○ ○○

○

○

32： 施設入所支援 ○ ○

○

○

24： 短期入所 ○ ○

○○ ○ ○

【　異動年月日の年月が令和6年4月～令和6年5月の場合　】

サービス種類

21： 療養介護 ○ ○

22： 生活介護 ○ ○ ○ ○
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施設等の区分 人員配置区分 障害児施設区分

11： 居宅介護

12： 重度訪問介護

13： 行動援護

14： 重度包括

15： 同行援護

01 Ⅰ型　02 Ⅱ型　03 Ⅲ型

04 Ⅳ型　05 Ⅴ型

1 一般 01 Ⅱ型　02 Ⅲ型　03 Ⅳ型

2 小規模多機能 04 Ⅴ型　05 Ⅵ型　06 Ⅶ型

07 Ⅷ型　08 Ⅸ型　09 Ⅹ型

10 ⅩⅠ型　11 Ⅰ型

1 福祉型

2 医療型

3 福祉型（強化）

1 当該施設が単独施設

1 介護サービス包括型 01 6:1以上　02 10:1以上

2 外部サービス利用型 03 旧Ⅰ型　04 旧Ⅱ型

3 日中サービス支援型 11 旧日中支援Ⅰ型

12 旧日中支援Ⅱ型

13 5:1以上

34： 宿泊型自立訓練

01 30:1未満

02 30:1以上

41： 自立訓練（機能訓練）

42： 自立訓練（生活訓練）

43： 就労移行支援

就労移行支援

（養成施設）

01 Ⅰ型（7.5：1）

02 Ⅱ型（10：1）

01 Ⅱ型（7.5：1）

02 Ⅲ型（10：1）

03 Ⅰ型（6：1）

47： 就労定着支援

52： 計画相談支援

53： 地域移行支援 1 Ⅱ  2 Ⅲ  3 Ⅰ

54： 地域定着支援

46： 就労継続支援（Ｂ型）

45： 就労継続支援（Ａ型）

44：

35： 自立生活援助

33： 共同生活援助

32： 施設入所支援

24： 短期入所

【　異動年月日の年月が令和6年4月～令和6年5月の場合　】

サービス種類

21： 療養介護

22： 生活介護

夜
間
支
援
体
制
加
算

（
小
規
模
事
業
所

）

大
規
模
住
居
等
減
算

利
用
定
員
超
過
に
よ
る
減
算

職
員
欠
如
に
よ
る
減
算

標
準
利
用
期
間
超
過
減
算

利
用
日
数
特
例
届
出
有
無

就
労
継
続
Ａ
型
事
業
者
負
担
減
免
有
無

事
業
運
営
安
定
化
事
業
助
成
の
有
無

保
障
単
位
数

（
事
業
運
営
安
定
化

）

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ

ョ
ン
加
算

福
祉
専
門
職
員
配
置
等
加
算

地
域
生
活
移
行
個
別
支
援
特
別
加
算

特
定
事
業
所
加
算
区
分

相
談
支
援
機
能
強
化
型
体
制
の
有
無

指
導
員
加
配
加
算

通
勤
者
生
活
支
援
加
算

就
労
移
行
支
援
体
制
加
算
区
分

就
労
支
援
関
係
研
修
修
了
加
算

目
標
工
賃
達
成
指
導
員
配
置
加
算

単
独
型
加
算

小
規
模
定
員
加
算

共
同
生
活
援
助
夜
間
防
災
・
緊
急
時

支
援
体
制
加
算

（
Ⅰ

）

重
度
者
支
援
体
制
加
算

人
員
配
置
体
制
加
算

夜
勤
職
員
配
置
体
制
加
算

地
域
移
行
支
援
体
制
強
化
加
算

視
覚
障
害
者
専
門
職
員
配
置

福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
有
無

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○  ○ ○

○ ○

○

○

○

○○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○

○○

○

○ ○ ○ ○

 ○○○ ○ ○ ○

○○

 ○○○ ○○ ○

○○○ ○

○○ ○

○○ ○○ ○ ○ ○

○○○ ○
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施設等の区分 人員配置区分 障害児施設区分

11： 居宅介護

12： 重度訪問介護

13： 行動援護

14： 重度包括

15： 同行援護

01 Ⅰ型　02 Ⅱ型　03 Ⅲ型

04 Ⅳ型　05 Ⅴ型

1 一般 01 Ⅱ型　02 Ⅲ型　03 Ⅳ型

2 小規模多機能 04 Ⅴ型　05 Ⅵ型　06 Ⅶ型

07 Ⅷ型　08 Ⅸ型　09 Ⅹ型

10 ⅩⅠ型　11 Ⅰ型

1 福祉型

2 医療型

3 福祉型（強化）

1 当該施設が単独施設

1 介護サービス包括型 01 6:1以上　02 10:1以上

2 外部サービス利用型 03 旧Ⅰ型　04 旧Ⅱ型

3 日中サービス支援型 11 旧日中支援Ⅰ型

12 旧日中支援Ⅱ型

13 5:1以上

34： 宿泊型自立訓練

01 30:1未満

02 30:1以上

41： 自立訓練（機能訓練）

42： 自立訓練（生活訓練）

43： 就労移行支援

就労移行支援

（養成施設）

01 Ⅰ型（7.5：1）

02 Ⅱ型（10：1）

01 Ⅱ型（7.5：1）

02 Ⅲ型（10：1）

03 Ⅰ型（6：1）

47： 就労定着支援

52： 計画相談支援

53： 地域移行支援 1 Ⅱ  2 Ⅲ  3 Ⅰ

54： 地域定着支援

46： 就労継続支援（Ｂ型）

45： 就労継続支援（Ａ型）

44：

35： 自立生活援助

33： 共同生活援助

32： 施設入所支援

24： 短期入所

【　異動年月日の年月が令和6年4月～令和6年5月の場合　】

サービス種類

21： 療養介護

22： 生活介護

主
た
る
事
業
所
サ
ー

ビ
ス
種
類
コ
ー

ド
１

福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

キ
ャ
リ
ア
パ
ス
区
分

多
機
能
型
等
定
員
区
分

（
加
算

）

移
行
時
運
営
安
定
化
事
業
助
成
の
有
無

保
障
単
位
数

（
移
行
時
運
営
安
定
化

）

み
な
し
指
定
の
有
無

福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
特
別
加
算
の
有
無

緊
急
短
期
入
所
体
制
確
保
加
算
の
有
無

栄
養
士
配
置
減
算
の
有
無

就
労
移
行
・
定
着
実
績
区
分

宿
泊
型
自
立
訓
練
夜
間
防
災
・
緊
急
時

支
援
体
制
加
算

（
Ⅰ

）
の
有
無

職
業
指
導
員
体
制
の
有
無

重
度
知
的
障
害
児
収
容
棟
設
置
の
有
無

肢
体
不
自
由
児
施
設
重
度
病
棟
設
置
の
有
無

心
理
担
当
職
員
配
置
加
算
の
有
無

小
規
模
グ
ル
ー

プ
ケ
ア
加
算
の
有
無

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
専
任
加
算
の
有
無

障
害
児
施
設
区
分

送
迎
加
算

（
重
度

）

主
た
る
事
業
所
サ
ー

ビ
ス
種
類
コ
ー

ド
２

延
長
支
援
加
算
の
有
無

移
行
準
備
支
援
体
制
加
算
の
有
無

移
行
準
備
支
援
体
制
加
算

（
Ⅱ

）
の
有
無

共
同
生
活
介
護
夜
間
支
援
体
制
加
算

（
Ⅱ

）
の

有
無

共
同
生
活
援
助
夜
間
防
災
・
緊
急
時

支
援
体
制
加
算

（
Ⅱ

）
の
有
無

宿
泊
型
自
立
訓
練
夜
間
防
災
・
緊
急
時

支
援
体
制
加
算

（
Ⅱ

）
の
有
無

夜
間
支
援
等
体
制
加
算
区
分

主
た
る
事
業
所
施
設
区
分

配
置
医
減
算
の
有
無

医
療
連
携
体
制
加
算
の
有
無

○ 　

○

○

○

○

○  ○

○ ○　

○ ○　

○ ○

○

○

○

○

○

○ ○

○ ○

○ ○

○

○ ○

○

○

○ ○

○

○

○○

 

○

○ ○ ○

○ ○
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施設等の区分 人員配置区分 障害児施設区分

11： 居宅介護

12： 重度訪問介護

13： 行動援護

14： 重度包括

15： 同行援護

01 Ⅰ型　02 Ⅱ型　03 Ⅲ型

04 Ⅳ型　05 Ⅴ型

1 一般 01 Ⅱ型　02 Ⅲ型　03 Ⅳ型

2 小規模多機能 04 Ⅴ型　05 Ⅵ型　06 Ⅶ型

07 Ⅷ型　08 Ⅸ型　09 Ⅹ型

10 ⅩⅠ型　11 Ⅰ型

1 福祉型

2 医療型

3 福祉型（強化）

1 当該施設が単独施設

1 介護サービス包括型 01 6:1以上　02 10:1以上

2 外部サービス利用型 03 旧Ⅰ型　04 旧Ⅱ型

3 日中サービス支援型 11 旧日中支援Ⅰ型

12 旧日中支援Ⅱ型

13 5:1以上

34： 宿泊型自立訓練

01 30:1未満

02 30:1以上

41： 自立訓練（機能訓練）

42： 自立訓練（生活訓練）

43： 就労移行支援

就労移行支援

（養成施設）

01 Ⅰ型（7.5：1）

02 Ⅱ型（10：1）

01 Ⅱ型（7.5：1）

02 Ⅲ型（10：1）

03 Ⅰ型（6：1）

47： 就労定着支援

52： 計画相談支援

53： 地域移行支援 1 Ⅱ  2 Ⅲ  3 Ⅰ

54： 地域定着支援

46： 就労継続支援（Ｂ型）

45： 就労継続支援（Ａ型）

44：

35： 自立生活援助

33： 共同生活援助

32： 施設入所支援

24： 短期入所

【　異動年月日の年月が令和6年4月～令和6年5月の場合　】

サービス種類

21： 療養介護

22： 生活介護

開
所
時
間
減
算
の
有
無

重
度
障
害
者

（
児

）
支
援
加
算

（
強
度
行
動
障
害

）
の
有
無

就
労
定
着
支
援
体
制
加
算
区
分

（
６
月
以
上
１
２
月
未
満

）

就
労
定
着
支
援
体
制
加
算
区
分

（
１
２
月
以
上
２
４
月
未
満

）

就
労
定
着
支
援
体
制
加
算
区
分

（
２
４
月
以
上
３
６
月
未
満

）

常
勤
看
護
職
員
等
配
置
加
算
の
有
無

指
定
管
理
者
制
度
適
用
区
分

就
労
定
着
率
区
分

就
労
定
着
実
績

共
生
型
サ
ー

ビ
ス
対
象
区
分

短
時
間
利
用
減
算
の
有
無

医
療
的
ケ
ア
対
応
支
援
加
算
の
有
無

重
度
児
者
対
応
支
援
加
算
の
有
無

大
規
模
減
算
の
有
無

精
神
障
害
者
地
域
移
行
特
別
加
算
の
有
無

夜
勤
職
員
加
配
加
算
の
有
無

個
別
計
画
訓
練
支
援
加
算
の
有
無

賃
金
向
上
達
成
指
導
員
配
置
加
算
の
有
無

平
均
労
働
時
間
区
分

平
均
工
賃
月
額
区
分

行
動
障
害
支
援
体
制
加
算
の
有
無

要
医
療
児
者
支
援
体
制
加
算
の
有
無

精
神
障
害
者
支
援
体
制
加
算
の
有
無

地
域
生
活
支
援
拠
点
等
相
談
強
化
加
算
の
有
無

地
域
体
制
強
化
共
同
支
援
体
制
の
有
無

社
会
生
活
支
援
特
別
加
算
の
有
無

職
場
適
応
援
助
者
養
成
研
修
修
了
者
配
置

体
制
加
算
の
有
無

○

○

○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○○

○

○

○

○

○

○ ○

○ ○ ○○

○

○ ○○ ○ ○

○ ○ ○

○

○ ○
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施設等の区分 人員配置区分 障害児施設区分

11： 居宅介護

12： 重度訪問介護

13： 行動援護

14： 重度包括

15： 同行援護

01 Ⅰ型　02 Ⅱ型　03 Ⅲ型

04 Ⅳ型　05 Ⅴ型

1 一般 01 Ⅱ型　02 Ⅲ型　03 Ⅳ型

2 小規模多機能 04 Ⅴ型　05 Ⅵ型　06 Ⅶ型

07 Ⅷ型　08 Ⅸ型　09 Ⅹ型

10 ⅩⅠ型　11 Ⅰ型

1 福祉型

2 医療型

3 福祉型（強化）

1 当該施設が単独施設

1 介護サービス包括型 01 6:1以上　02 10:1以上

2 外部サービス利用型 03 旧Ⅰ型　04 旧Ⅱ型

3 日中サービス支援型 11 旧日中支援Ⅰ型

12 旧日中支援Ⅱ型

13 5:1以上

34： 宿泊型自立訓練

01 30:1未満

02 30:1以上

41： 自立訓練（機能訓練）

42： 自立訓練（生活訓練）

43： 就労移行支援

就労移行支援

（養成施設）

01 Ⅰ型（7.5：1）

02 Ⅱ型（10：1）

01 Ⅱ型（7.5：1）

02 Ⅲ型（10：1）

03 Ⅰ型（6：1）

47： 就労定着支援

52： 計画相談支援

53： 地域移行支援 1 Ⅱ  2 Ⅲ  3 Ⅰ

54： 地域定着支援

46： 就労継続支援（Ｂ型）

45： 就労継続支援（Ａ型）

44：

35： 自立生活援助

33： 共同生活援助

32： 施設入所支援

24： 短期入所

【　異動年月日の年月が令和6年4月～令和6年5月の場合　】

サービス種類

21： 療養介護

22： 生活介護

児
童
指
導
員
等
加
配
加
算
の
有
無

サ
ー

ビ
ス
管
理
責
任
者
欠
如
減
算

就
労
定
着
支
援
利
用
者
数

地
域
生
活
支
援
拠
点
等
区
分

福
祉
・
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
の

有
無

共
同
生
活
援
助
夜
間
支
援
等
体
制
加
算

対
象
利
用
者
数

夜
間
支
援
等
体
制
加
算
Ⅰ
加
配
職
員
体
制
の

有
無

評
価
点
区
分

自
己
評
価
結
果
等
未
公
表
減
算
の
有
無

就
労
移
行
支
援
体
制

（
就
労
定
着
者
数

）

ソ
ー

シ
ャ
ル
ワ
ー

カ
ー

配
置
加
算
の
有
無

口
腔
衛
生
管
理
体
制
加
算
の
有
無

日
中
活
動
支
援
加
算
の
有
無

主
任
相
談
支
援
専
門
員
配
置
加
算
の
有
無

居
住
支
援
連
携
体
制
加
算
区
分

ピ
ア
サ
ポ
ー

ト
体
制
加
算
の
有
無

強
度
行
動
障
害
者
体
験
利
用
加
算
の
有
無

福
祉
・
介
護
職
員
等
ベ
ー

ス
ア

ッ
プ
等

支
援
加
算
の
有
無

特
定
事
業
所

（
経
過
措
置
対
象

）
区
分

地
域
移
行
支
援
体
制
加
算
の
有
無

地
域
移
行
支
援
体
制

（
定
員
減
少
数

）

夜
間
看
護
体
制

（
看
護
職
員
配
置
数

）

常
勤
看
護
職
員
等
配
置

（
看
護
職
員
常
勤
換
算
員
数

）

入
浴
支
援
加
算
の
有
無

目
標
工
賃
達
成
の
有
無

支
援
体
制
構
築
未
実
施
減
算
の
有
無

中
核
的
人
材
配
置
体
制
の
有
無

移
行
支
援
住
居
体
制

（
自
立
生
活
支
援
加
算

（
Ⅲ

）
）
の
有
無

地
域
生
活
支
援
拠
点
等
機
能
強
化
体
制
の
有
無

虐
待
防
止
措
置
未
実
施
減
算
の
有
無

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○○

○

○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○

○ ○ ○

○

○ ○ ○

○ ○○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○

○

○

○ ○

○

○

○ ○

○

○

○ ○ ○

○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

− 14−16 −



施設等の区分 人員配置区分 障害児施設区分

11： 居宅介護

12： 重度訪問介護

13： 行動援護

14： 重度包括

15： 同行援護

01 Ⅰ型　02 Ⅱ型　03 Ⅲ型

04 Ⅳ型　05 Ⅴ型

1 一般 01 Ⅱ型　02 Ⅲ型　03 Ⅳ型

2 小規模多機能 04 Ⅴ型　05 Ⅵ型　06 Ⅶ型

07 Ⅷ型　08 Ⅸ型　09 Ⅹ型

10 ⅩⅠ型　11 Ⅰ型

1 福祉型

2 医療型

3 福祉型（強化）

1 当該施設が単独施設

1 介護サービス包括型 01 6:1以上　02 10:1以上

2 外部サービス利用型 03 旧Ⅰ型　04 旧Ⅱ型

3 日中サービス支援型 11 旧日中支援Ⅰ型

12 旧日中支援Ⅱ型

13 5:1以上

34： 宿泊型自立訓練

01 30:1未満

02 30:1以上

41： 自立訓練（機能訓練）

42： 自立訓練（生活訓練）

43： 就労移行支援

就労移行支援

（養成施設）

01 Ⅰ型（7.5：1）

02 Ⅱ型（10：1）

01 Ⅱ型（7.5：1）

02 Ⅲ型（10：1）

03 Ⅰ型（6：1）

47： 就労定着支援

52： 計画相談支援

53： 地域移行支援 1 Ⅱ  2 Ⅲ  3 Ⅰ

54： 地域定着支援

46： 就労継続支援（Ｂ型）

45： 就労継続支援（Ａ型）

44：

35： 自立生活援助

33： 共同生活援助

32： 施設入所支援

24： 短期入所

【　異動年月日の年月が令和6年4月～令和6年5月の場合　】

サービス種類

21： 療養介護

22： 生活介護

身
体
拘
束
廃
止
未
実
施
減
算
の
有
無

高
次
脳
機
能
障
害
者
支
援
体
制
加
算
の
有
無

情
報
公
表
未
報
告
減
算
の
有
無

栄
養
改
善
加
算
の
有
無

地
域
移
行
等
意
向
確
認
体
制
未
整
備
減
算
の

有
無

業
務
継
続
計
画
未
策
定
減
算
の
有
無

障
害
者
支
援
施
設
等
感
染
対
策
向
上
加
算
の

有
無

予
備
１

予
備
２

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○ ○

○ ○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○

○ ○

○ ○

○ ○

− 14−17 −



 

－ ２３－１０ － 

項番 項目 
属性 

（※Ｚ） 
ﾊﾞｲﾄ数 内容 

必須入力 
（※１） 

備考 

２１２ 
福祉・介護職員等処遇改

善加算の有無 
コード値 2 

福祉・介護職員等処遇改善加算

の有無をコードで設定 
◎ 

01:無し 

02:Ⅰ 

03:Ⅱ 

04:Ⅲ 

05:Ⅳ 

06:Ⅴ 

※５、※９７ 

※９８ 

※１００ 

２１３ 
福祉・介護職員等処遇改

善加算（Ⅴ）区分 
コード値 2 

福祉・介護職員等処遇改善加算

（Ⅴ）区分をコードで設定 
○ 

01:Ⅴ（１） 

02:Ⅴ（２） 

03:Ⅴ（３） 

04:Ⅴ（４） 

05:Ⅴ（５） 

06:Ⅴ（６） 

07:Ⅴ（７） 

08:Ⅴ（８） 

09:Ⅴ（９） 

10:Ⅴ（１０） 

11:Ⅴ（１１） 

12:Ⅴ（１２） 

13:Ⅴ（１３） 

14:Ⅴ（１４） 

※５、※９７ 

※９９ 

※１００ 

※１：必須入力 ◎：必須、○：パターン毎に必須、△：任意設定、空白：不要 

※２：同一事業所番号、同一サービス種類において複数の指定基準での登録がある場合には、サービス

種類毎に「000」～「999」までの番号を指定して登録する。 

（対象サービス種類 ： 療養介護、生活介護、施設入所支援、共同生活介護（異動年月日の年月が

平成 26 年 3 月以前の場合）、共同生活援助、児童デイサービス（異動年月日の年月が平成 24 年 3

月以前の場合）、特定旧法指定施設（異動年月日の年月が平成 24 年 3 月以前の場合）、宿泊型自

立訓練（異動年月日の年月が平成 30 年 4 月以降の場合）、短期入所（異動年月日の年月が平成 30

年 4 月以降の場合）、自立訓練（機能訓練）（異動年月日の年月が平成 30 年 4 月以降の場合）、自

立訓練（生活訓練）（異動年月日の年月が平成 30 年 4 月以降の場合）） 

また、上記以外については「000」を登録する。 

※３：当該サービスに関わる事業所を登録した市町村のコードを設定する。 

※４：指定年月日を設定する。 

※５：サービス種類等により体制の無い加算については“0”または“NULL”を設定する。 それ以外の値が

設定された場合はエラーとし台帳への登録は行わない。 

※６：異動年月日の年月が平成 21 年 3 月以前の場合設定可とし、平成 21 年 4 月以降の情報に設定した

場合はエラーとし台帳への登録は行わない。 

※７：異動年月日の年月が平成 21 年 3 月以前の場合、“0”または“NULL”を設定する。 それ以外の値が

設定された場合はエラーとし台帳への登録は行わない。 



 

－ ２３－２５ － 

※９７：異動年月日の年月が令和6年5月以前の場合、“0”または“NULL”を設定する。それ以外の値が設

定された場合はエラーとし台帳への登録は行わない。 

※９８：異動年月日の年月が令和6年6月以降、令和7年3月以前の場合、「01:無し」、「02:Ⅰ」、「03:Ⅱ」、

「04:Ⅲ」、「05:Ⅳ」、または「06:Ⅴ」を設定する。異動年月日の年月が令和7年4月以降の場合、「01:

無し」、「02:Ⅰ」、「03:Ⅱ」、「04:Ⅲ」、または「05:Ⅳ」を設定する。 

重度包括、短期入所、施設入所支援及び就労定着支援については、異動年月日の年月が令和6

年6月以降、令和7年3月以前の場合、「01:無し」、「02:Ⅰ」、「04:Ⅲ」、「05:Ⅳ」、または「06:Ⅴ」を設

定し、異動年月日の年月が令和7年4月以降の場合、「01:無し」、「02:Ⅰ」、「04:Ⅲ」、または「05:Ⅳ」

を設定する。 

※９９：異動年月日の年月が令和6年6月以降、令和7年3月以前の場合、「福祉・介護職員等処遇改善加

算の有無」が「06:Ⅴ」の場合にのみ設定する。 

また、重度包括、短期入所、施設入所支援及び就労定着支援については、「01:Ⅴ（１）」、「02:Ⅴ

（２）」、「05:Ⅴ（５）」、「07:Ⅴ（７）」、「08:Ⅴ（８）」、「10:Ⅴ（１０）」、「11:Ⅴ（１１）」、「13:Ⅴ（１３）」、また

は「14:Ⅴ（１４）」を設定する。 

※１００：異動年月日の年月が令和6年5月以前の場合、「福祉・介護職員等処遇改善加算の有無」は「予

備１」、「福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）区分」は「予備２」と読み替えて使用する。 

※Ｂ：「インタフェース仕様書 都道府県編 Ⅰ．障害福祉サービス等 １．２ インタフェース一覧」参照。 

※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 

※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。 

 



 

－ ３２－８ － 

項番 項目 
属性 

（※Ｚ） 
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 備考 

２０４ 
虐待防止措置未実施減

算の有無 
コード値 1 

虐待防止措置未実施減算の有無をコ

ードで設定 

1:無し 

2:有り 

２０５ 
身体拘束廃止未実施減

算の有無 
コード値 1 

身体拘束廃止未実施減算の有無をコ

ードで設定 
※Ｃ 

２０６ 
高次脳機能障害者支援

体制加算の有無 
コード値 1 

高次脳機能障害者支援体制加算の有

無をコードで設定 
※Ｃ 

２０７ 
情報公表未報告減算の

有無 
コード値 1 

情報公表未報告減算の有無をコード

で設定 

1:無し 

2:有り 

２０８ 栄養改善加算の有無 コード値 1 栄養改善加算の有無をコードで設定 
1:無し 

2:有り 

２０９ 
地域移行等意向確認体

制未整備減算の有無 
コード値 1 

地域移行等意向確認体制未整備減算

の有無をコードで設定 

1:無し 

2:有り 

２１０ 
業務継続計画未策定減

算の有無 
コード値 1 

業務継続計画未策定減算の有無をコ

ードで設定 

1:無し 

2:有り 

２１１ 
障害者支援施設等感染

対策向上加算の有無 
コード値 1 

障害者支援施設等感染対策向上加算

の有無をコードで設定 

1:無し 

2:Ⅰ 

3:Ⅱ 

4:Ⅰ・Ⅱ 

２１２ 
福祉・介護職員等処遇

改善加算の有無 
コード値 2 

福祉・介護職員等処遇改善加算の有

無をコードで設定 

01:無し 

02:Ⅰ 

03:Ⅱ 

04:Ⅲ 

05:Ⅳ 

06:Ⅴ 

２１３ 
福祉・介護職員等処遇

改善加算（Ⅴ）区分 
コード値 2 

福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）

区分をコードで設定 

01:Ⅴ（１） 

02:Ⅴ（２） 

03:Ⅴ（３） 

04:Ⅴ（４） 

05:Ⅴ（５） 

06:Ⅴ（６） 

07:Ⅴ（７） 

08:Ⅴ（８） 

09:Ⅴ（９） 

10:Ⅴ（１０） 

11:Ⅴ（１１） 

12:Ⅴ（１２） 

13:Ⅴ（１３） 

14:Ⅴ（１４） 

※１：「就労移行支援体制加算区分」、「就労定着支援体制加算区分（６月以上１２月未満）」、「就労定着

支援体制加算区分（１２月以上２４月未満）」及び「就労定着支援体制加算区分（２４月以上３６月未

満）」には以下の内容がコードで設定される。  

     1:無し 

     2:前年度の定着率が５分以上１割５分未満 

     3:前年度の定着率が１割５分以上２割５分未満 

     4:前年度の定着率が２割５分以上３割５分未満 

     5:前年度の定着率が３割５分以上４割５分未満 

     6:前年度の定着率が４割５分以上 



 

－ ４１－９ － 

項番 項目 
属性 

（※Ｚ） 
ﾊﾞｲﾄ数 内容 備考 

２０３ 
地域生活支援拠点等機能

強化体制の有無 
コード値 1 

地域生活支援拠点等機能強化体制

の有無をコードで設定 

1:無し 

2:有り 

２０４ 
虐待防止措置未実施減算

の有無 
コード値 1 

虐待防止措置未実施減算の有無を

コードで設定 

1:無し 

2:有り 

２０５ 
身体拘束廃止未実施減算

の有無 
コード値 1 

身体拘束廃止未実施減算の有無を

コードで設定 
※Ｃ 

２０６ 
高次脳機能障害者支援体

制加算の有無 
コード値 1 

高次脳機能障害者支援体制加算の

有無をコードで設定 
※Ｃ 

２０７ 
情報公表未報告減算の有

無 
コード値 1 

情報公表未報告減算の有無をコード

で設定 

1:無し 

2:有り 

２０８ 栄養改善加算の有無 コード値 1 栄養改善加算の有無をコードで設定 
1:無し 

2:有り 

２０９ 
地域移行等意向確認体制

未整備減算の有無 
コード値 1 

地域移行等意向確認体制未整備減

算の有無をコードで設定 

1:無し 

2:有り 

２１０ 
業務継続計画未策定減算

の有無 
コード値 1 

業務継続計画未策定減算の有無を

コードで設定 

1:無し 

2:有り 

２１１ 
障害者支援施設等感染対

策向上加算の有無 
コード値 1 

障害者支援施設等感染対策向上加

算の有無をコードで設定 

1:無し 

2:Ⅰ 

3:Ⅱ 

4:Ⅰ・Ⅱ 

２１２ 
福祉・介護職員等処遇 

改善加算の有無 
コード値 2 

福祉・介護職員等処遇改善加算の有

無をコードで設定 

01:無し 

02:Ⅰ 

03:Ⅱ 

04:Ⅲ 

05:Ⅳ 

06:Ⅴ 

２１３ 
福祉・介護職員等処遇 

改善加算（Ⅴ）区分 
コード値 2 

福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）

区分をコードで設定 

01:Ⅴ（１） 

02:Ⅴ（２） 

03:Ⅴ（３） 

04:Ⅴ（４） 

05:Ⅴ（５） 

06:Ⅴ（６） 

07:Ⅴ（７） 

08:Ⅴ（８） 

09:Ⅴ（９） 

10:Ⅴ（１０） 

11:Ⅴ（１１） 

12:Ⅴ（１２） 

13:Ⅴ（１３） 

14:Ⅴ（１４） 



－ ７４－８ － 

項番 項目 
属性 

（※Ｚ） 
ﾊﾞｲﾄ数 内容 

必須入力※１ 
備考 

新規 変更 終了 

１２８ 
福祉・介護職員等処遇

改善加算の有無 
コード値 2 

福祉・介護職員等処遇改善

加算の有無をコードで設定 
◎ ◎ ◎ 

01:無し 

02:Ⅰ 

03:Ⅱ 

04:Ⅲ 

05:Ⅳ 

06:Ⅴ 

※３、※４７ 

※４８、※５０ 

１２９ 
福祉・介護職員等処遇

改善加算（Ⅴ）区分 
コード値 2 

福祉・介護職員等処遇改善

加算（Ⅴ）区分をコードで設

定 

○ ○ ○ 

01:Ⅴ（１） 

02:Ⅴ（２） 

03:Ⅴ（３） 

04:Ⅴ（４） 

05:Ⅴ（５） 

06:Ⅴ（６） 

07:Ⅴ（７） 

08:Ⅴ（８） 

09:Ⅴ（９） 

10:Ⅴ（１０） 

11:Ⅴ（１１） 

12:Ⅴ（１２） 

13:Ⅴ（１３） 

14:Ⅴ（１４） 

※３、※４７ 

※４９、※５０ 

※１：必須入力 ◎：必須、○：パターン毎に必須、△：任意設定、空白：不要 

※２：指定年月日を設定する。 

※３：サービス種類等により体制の無い加算については“0”または“NULL”を設定する。 それ以外の値が

設定された場合はエラーとし台帳への登録は行わない。 

※４：異動年月日の年月が平成 21 年 3 月以前の場合、“0”または“NULL”を設定する。 それ以外の値が

設定された場合はエラーとし台帳への登録は行わない。 

※５：異動年月日の年月が平成 21 年 9 月以前の場合、“0”または“NULL”を設定する。 それ以外の値が

設定された場合はエラーとし台帳への登録は行わない。 

※６：対応する項目が「2:有り」、または「2:該当」の場合にのみ設定する。 



－ ７４－１３ － 

※４２：障害児相談支援、保育所等訪問支援及び居宅訪問型児童発達支援について、異動年月日の年

月が令和7年3月以前の場合、“0”または“NULL”を設定する。それ以外の値が設定された場合は

エラーとし台帳への登録は行わない。異動年月日の年月が令和7年4月以降の場合、設定可能と

する。 

※４３：障害児相談支援について、異動年月日の年月が令和6年4月以降、「地域生活支援拠点等区分」

が「1:非該当」の場合、「1:無し」、または「2:有り」を設定する。「地域生活支援拠点等区分」が「2:該

当」の場合、「1:無し」を設定する。 

※４４：児童発達支援について、異動年月日の年月が令和6年4月以降の場合、「1:無し」、「2:Ⅰ」、または

「3:Ⅱ」を設定する。 

放課後等デイサービスについて、異動年月日の年月が令和6年4月以降の場合、「1:無し」、または

「2:Ⅰ」を設定する。なお、「2:Ⅰ」は「2:有り」と読み替えて使用する。 

※４５：児童発達支援及び放課後等デイサービスについて、異動年月日の年月が令和6年4月以降、「共

生型サービス対象区分」が「2:該当」の場合にのみ設定する。 

※４６：異動年月日の年月が令和6年4月以降の場合、「職業指導員体制の有無」は「日中活動支援加算

の有無」と読み替えて使用する。 

※４７：異動年月日の年月が令和6年5月以前の場合、“0”または“NULL”を設定する。それ以外の値が設

定された場合はエラーとし台帳への登録は行わない。 

※４８：異動年月日の年月が令和6年6月以降、令和7年3月以前の場合、「01:無し」、「02:Ⅰ」、「03:Ⅱ」、

「04:Ⅲ」、「05:Ⅳ」、または「06:Ⅴ」を設定する。異動年月日の年月が令和7年4月以降の場合、「01:

無し」、「02:Ⅰ」、「03:Ⅱ」、「04:Ⅲ」、または「05:Ⅳ」を設定する。 

保育所等訪問支援及び居宅訪問型児童発達支援については、異動年月日の年月が令和6年6月

以降、令和7年3月以前の場合、「01:無し」、「02:Ⅰ」、「04:Ⅲ」、「05:Ⅳ」、または「06:Ⅴ」を設定し、

異動年月日の年月が令和7年4月以降の場合、「01:無し」、「02:Ⅰ」、「04:Ⅲ」、または「05:Ⅳ」を設

定する。 

※４９：異動年月日の年月が令和6年6月以降、令和7年3月以前の場合、「福祉・介護職員等処遇改善加

算の有無」が「06:Ⅴ」の場合にのみ設定する。 

また、保育所等訪問支援及び居宅訪問型児童発達支援については、「01:Ⅴ（１）」、「02:Ⅴ（２）」、

「05:Ⅴ（５）」、「07:Ⅴ（７）」、「08:Ⅴ（８）」、「10:Ⅴ（１０）」、「11:Ⅴ（１１）」、「13:Ⅴ（１３）」、または「14:

Ⅴ（１４）」を設定する。 

※５０：異動年月日の年月が令和6年5月以前の場合、「福祉・介護職員等処遇改善加算の有無」は「予備

１」、「福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）区分」は「予備２」と読み替えて使用する。 

※Ｂ：「インタフェース仕様書 都道府県編 Ⅱ．障害児支援 １．２ インタフェース一覧」参照。 

※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 

※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。 

 



施設等の区分 障害児施設区分

定
員
区
分

入
所
定
員
数

旧
法
施
設
定
員
数

栄
養
士
配
置
加
算
の
基
準

職
業
指
導
員
体
制
の
有
無

小
規
模
加
算
体
制
の
有
無

重
度
知
的
障
害
児
収
容
棟
設
置
の
有
無

肢
体
不
自
由
児
施
設
重
度
病
棟
設
置
の
有
無

強
度
行
動
障
害
加
算
体
制
整
備
の
有
無

障
害
児
通
園
施
設
の
相
互
利
用
制
度
体
制

（
知
的
障
害
児

）

障
害
児
通
園
施
設
の
相
互
利
用
制
度
体
制

（
肢
体
不
自
由
児

）

障
害
児
通
園
施
設
の
相
互
利
用
制
度
体
制

（
難
聴
幼
児

）

自
活
訓
練
加
算

（
Ⅰ

）
の
有
無

自
活
訓
練
加
算

（
Ⅱ

）
の
有
無

食
事
提
供
体
制
加
算

（
Ⅰ

）
の
有
無

食
事
提
供
体
制
加
算

（
Ⅱ

）
の
有
無

重
度
盲
ろ
う
あ
児
支
援
加
算
の
有
無

利
用
定
員
超
過
に
よ
る
減
算
の
有
無

事
業
運
営
安
定
化
事
業
助
成
の
有
無

福
祉
専
門
職
員
配
置
等
加
算
の
有
無

看
護
職
員
配
置
加
算
の
有
無

心
理
担
当
職
員
配
置
加
算
の
有
無

福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
有
無

福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
区
分

職
員
欠
如
に
よ
る
減
算
の
有
無

特
別
支
援
加
算
の
有
無

小
規
模
グ
ル
ー

プ
ケ
ア
加
算
の
有
無

指
導
員
加
配
加
算
の
有
無

延
長
支
援
加
算
の
有
無

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
専
任
加
算
の
有
無

み
な
し
指
定
の
有
無

福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
特
別
加
算
の
有
無

55： 障害児相談支援

1：児童発達支援センター 01：重症心身障害以外の場合

2：児童発達支援センター以外 02：重症心身障害の場合

1：医療型児童発達支援センター

2：指定発達支援医療機関

01：重症心身障害以外の場合

02：重症心身障害の場合

64： 保育所等訪問支援 ○

65： 居宅訪問型児童発達支援 ○

1：当該施設が単独施設 01：知的障害の場合

2：当該施設に併設する施設が 02：自閉症の場合

　 主たる施設 03：盲の場合

3：当該施設が主たる施設 04：ろうあの場合

05：肢体不自由の場合

1：医療型障害児入所施設

2：指定発達支援医療機関
○ ○ ○ ○○ ○○ ○○ ○

○

72： 医療型障害児入所支援

○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○71： 障害児入所支援 ○ ○

○○ ○○ ○○

○ ○

63： 放課後等デイサービス ○

○ ○62： 医療型児童発達支援

○○ ○○○ ○○

【異動年月日の年月が令和7年4月以降の場合】

サービス種類

61： 児童発達支援 ○

− 75 −



施設等の区分 障害児施設区分

関
係
機
関
連
携
加
算
の
有
無

開
所
時
間
減
算
の
有
無

児
童
指
導
員
等
配
置
加
算
の
有
無

保
育
職
員
加
配
加
算
の
有
無

重
度
障
害
児
支
援
加
算

（
強
度
行
動
障
害

）
の
有
無

相
談
支
援
機
能
強
化
型
体
制
の
有
無

訪
問
支
援
員
特
別
加
算
の
有
無

指
定
管
理
者
制
度
適
用
区
分

送
迎
加
算

（
重
度

）
の
有
無

共
生
型
サ
ー

ビ
ス
対
象
区
分

看
護
職
員
加
配
加
算
の
有
無

看
護
職
員
加
配
加
算

（
重
度

）
の
有
無

障
害
児
状
態
等
区
分

未
就
学
児
等
支
援
区
分

児
童
指
導
員
等
加
配
加
算
の
有
無

児
童
指
導
員
等
加
配
加
算

（
Ⅱ

）
の
有
無

自
己
評
価
結
果
等
未
公
表
減
算
の
有
無

行
動
障
害
支
援
体
制
加
算
の
有
無

要
医
療
児
者
支
援
体
制
加
算
の
有
無

精
神
障
害
者
支
援
体
制
加
算
の
有
無

地
域
生
活
支
援
拠
点
等
相
談
強
化
加
算
の
有
無

地
域
体
制
強
化
共
同
支
援
体
制
の
有
無

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
欠
如
減
算
の
有
無

地
域
生
活
支
援
拠
点
等
区
分

福
祉
・
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
の
有
無

専
門
的
支
援
加
算
の
有
無

ソ
ー

シ
ャ
ル
ワ
ー

カ
ー

配
置
加
算
の
有
無

主
任
相
談
支
援
専
門
員
配
置
加
算
の
有
無

ピ
ア
サ
ポ
ー

ト
体
制
加
算
の
有
無

福
祉
・
介
護
職
員
等
ベ
ー

ス
ア

ッ
プ
等
支
援
加
算
の
有
無

55： 障害児相談支援 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1：児童発達支援センター 01：重症心身障害以外の場合

2：児童発達支援センター以外 02：重症心身障害の場合

1：医療型児童発達支援センター

2：指定発達支援医療機関

01：重症心身障害以外の場合

02：重症心身障害の場合

64： 保育所等訪問支援 ○ ○ ○ ○ ○

65： 居宅訪問型児童発達支援 ○ ○ ○ ○

1：当該施設が単独施設 01：知的障害の場合

2：当該施設に併設する施設が 02：自閉症の場合

　 主たる施設 03：盲の場合

3：当該施設が主たる施設 04：ろうあの場合

05：肢体不自由の場合

1：医療型障害児入所施設

2：指定発達支援医療機関
○○ ○ ○

○

○72： 医療型障害児入所支援

○○○71： 障害児入所支援 ○

○ ○○○ ○ ○○ ○ ○63： 放課後等デイサービス ○

○○ ○62： 医療型児童発達支援 ○ ○

○ ○ ○○○

サービス種類

61： 児童発達支援 ○ ○ ○ ○○ ○

【異動年月日の年月が令和7年4月以降の場合】

− 75−1 −



施設等の区分 障害児施設区分

経
過
措
置
対
象
区
分

中
核
機
能
強
化
加
算
区
分

支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
未
公
表
減
算
の
有
無

入
浴
支
援
加
算
の
有
無

送
迎
加
算

（
医
ケ
ア

）
の
有
無

個
別
サ
ポ
ー

ト
加
算

（
Ⅰ

）
の
有
無

視
覚
・
聴
覚
言
語
障
害
児
支
援
加
算
の
有
無

多
職
種
連
携
支
援
加
算
の
有
無

小
規
模
グ
ル
ー

プ
ケ
ア
体
制

（
サ
テ
ラ
イ
ト
型

）
の
有
無

要
支
援
児
童
加
算

（
Ⅱ

）
の
有
無

地
域
生
活
支
援
拠
点
等
機
能
強
化
体
制
の
有
無

虐
待
防
止
措
置
未
実
施
減
算
の
有
無

身
体
拘
束
廃
止
未
実
施
減
算
の
有
無

高
次
脳
機
能
障
害
児
支
援
体
制
加
算
の
有
無

情
報
公
表
未
報
告
減
算
の
有
無

業
務
継
続
計
画
未
策
定
減
算
の
有
無

障
害
者
支
援
施
設
等
感
染
対
策
向
上
加
算
の
有
無

中
核
機
能
強
化
事
業
所
加
算
の
有
無

人
工
内
耳
装
用
児
支
援
加
算
の
有
無

共
生
型
サ
ー

ビ
ス
体
制
強
化
加
算

（
医
療
的
ケ
ア

）
の
有
無

食
事
提
供
加
算
区
分

福
祉
・
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算
の
有
無

福
祉
・
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

（
Ⅴ

）
区
分

55： 障害児相談支援 ○ ○ ○ ○ ○

1：児童発達支援センター 01：重症心身障害以外の場合

2：児童発達支援センター以外 02：重症心身障害の場合

1：医療型児童発達支援センター

2：指定発達支援医療機関

01：重症心身障害以外の場合

02：重症心身障害の場合

64： 保育所等訪問支援 ○ ○ ○ ○ ○ ○

65： 居宅訪問型児童発達支援 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1：当該施設が単独施設 01：知的障害の場合

2：当該施設に併設する施設が 02：自閉症の場合

　 主たる施設 03：盲の場合

3：当該施設が主たる施設 04：ろうあの場合

05：肢体不自由の場合

1：医療型障害児入所施設

2：指定発達支援医療機関
○○○ ○ ○ ○72： 医療型障害児入所支援

○ ○

○○ ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○71： 障害児入所支援

○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○

○ ○

63： 放課後等デイサービス

○ ○ ○○62： 医療型児童発達支援 ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○61： 児童発達支援 ○ ○ ○ ○

【異動年月日の年月が令和7年4月以降の場合】

サービス種類

− 75−2 −



施設等の区分 障害児施設区分

定
員
区
分

入
所
定
員
数

旧
法
施
設
定
員
数

栄
養
士
配
置
加
算
の
基
準

職
業
指
導
員
体
制
の
有
無

小
規
模
加
算
体
制
の
有
無

重
度
知
的
障
害
児
収
容
棟
設
置
の
有
無

肢
体
不
自
由
児
施
設
重
度
病
棟
設
置
の
有
無

強
度
行
動
障
害
加
算
体
制
整
備
の
有
無

障
害
児
通
園
施
設
の
相
互
利
用
制
度
体
制

（
知
的
障
害
児

）

障
害
児
通
園
施
設
の
相
互
利
用
制
度
体
制

（
肢
体
不
自
由
児

）

障
害
児
通
園
施
設
の
相
互
利
用
制
度
体
制

（
難
聴
幼
児

）

自
活
訓
練
加
算

（
Ⅰ

）
の
有
無

自
活
訓
練
加
算

（
Ⅱ

）
の
有
無

食
事
提
供
体
制
加
算

（
Ⅰ

）
の
有
無

食
事
提
供
体
制
加
算

（
Ⅱ

）
の
有
無

重
度
盲
ろ
う
あ
児
支
援
加
算
の
有
無

利
用
定
員
超
過
に
よ
る
減
算
の
有
無

事
業
運
営
安
定
化
事
業
助
成
の
有
無

福
祉
専
門
職
員
配
置
等
加
算
の
有
無

看
護
職
員
配
置
加
算
の
有
無

心
理
担
当
職
員
配
置
加
算
の
有
無

福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
有
無

福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
区
分

職
員
欠
如
に
よ
る
減
算
の
有
無

特
別
支
援
加
算
の
有
無

小
規
模
グ
ル
ー

プ
ケ
ア
加
算
の
有
無

指
導
員
加
配
加
算
の
有
無

延
長
支
援
加
算
の
有
無

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
専
任
加
算
の
有
無

み
な
し
指
定
の
有
無

福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
特
別
加
算
の
有
無

55： 障害児相談支援

1：児童発達支援センター 01：重症心身障害以外の場合

2：児童発達支援センター以外 02：重症心身障害の場合

1：医療型児童発達支援センター

2：指定発達支援医療機関

01：重症心身障害以外の場合

02：重症心身障害の場合

64： 保育所等訪問支援 ○

65： 居宅訪問型児童発達支援 ○

1：当該施設が単独施設 01：知的障害の場合

2：当該施設に併設する施設が 02：自閉症の場合

　 主たる施設 03：盲の場合

3：当該施設が主たる施設 04：ろうあの場合

05：肢体不自由の場合

1：医療型障害児入所施設

2：指定発達支援医療機関
○ ○ ○ ○○ ○○ ○○ ○

○

72： 医療型障害児入所支援

○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○71： 障害児入所支援 ○ ○

○○ ○○ ○○

○ ○

63： 放課後等デイサービス ○

○ ○62： 医療型児童発達支援

○○ ○○○ ○○

【異動年月日の年月が令和6年6月～令和7年3月の場合】

サービス種類

61： 児童発達支援 ○

− 75−3 −



施設等の区分 障害児施設区分

関
係
機
関
連
携
加
算
の
有
無

開
所
時
間
減
算
の
有
無

児
童
指
導
員
等
配
置
加
算
の
有
無

保
育
職
員
加
配
加
算
の
有
無

重
度
障
害
児
支
援
加
算

（
強
度
行
動
障
害

）
の
有
無

相
談
支
援
機
能
強
化
型
体
制
の
有
無

訪
問
支
援
員
特
別
加
算
の
有
無

指
定
管
理
者
制
度
適
用
区
分

送
迎
加
算

（
重
度

）
の
有
無

共
生
型
サ
ー

ビ
ス
対
象
区
分

看
護
職
員
加
配
加
算
の
有
無

看
護
職
員
加
配
加
算

（
重
度

）
の
有
無

障
害
児
状
態
等
区
分

未
就
学
児
等
支
援
区
分

児
童
指
導
員
等
加
配
加
算
の
有
無

児
童
指
導
員
等
加
配
加
算

（
Ⅱ

）
の
有
無

自
己
評
価
結
果
等
未
公
表
減
算
の
有
無

行
動
障
害
支
援
体
制
加
算
の
有
無

要
医
療
児
者
支
援
体
制
加
算
の
有
無

精
神
障
害
者
支
援
体
制
加
算
の
有
無

地
域
生
活
支
援
拠
点
等
相
談
強
化
加
算
の
有
無

地
域
体
制
強
化
共
同
支
援
体
制
の
有
無

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
欠
如
減
算
の
有
無

地
域
生
活
支
援
拠
点
等
区
分

福
祉
・
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
の
有
無

専
門
的
支
援
加
算
の
有
無

ソ
ー

シ
ャ
ル
ワ
ー

カ
ー

配
置
加
算
の
有
無

主
任
相
談
支
援
専
門
員
配
置
加
算
の
有
無

ピ
ア
サ
ポ
ー

ト
体
制
加
算
の
有
無

福
祉
・
介
護
職
員
等
ベ
ー

ス
ア

ッ
プ
等
支
援
加
算
の
有
無

55： 障害児相談支援 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1：児童発達支援センター 01：重症心身障害以外の場合

2：児童発達支援センター以外 02：重症心身障害の場合

1：医療型児童発達支援センター

2：指定発達支援医療機関

01：重症心身障害以外の場合

02：重症心身障害の場合

64： 保育所等訪問支援 ○ ○ ○ ○ ○

65： 居宅訪問型児童発達支援 ○ ○ ○ ○

1：当該施設が単独施設 01：知的障害の場合

2：当該施設に併設する施設が 02：自閉症の場合

　 主たる施設 03：盲の場合

3：当該施設が主たる施設 04：ろうあの場合

05：肢体不自由の場合

1：医療型障害児入所施設

2：指定発達支援医療機関
○○ ○ ○

○

○72： 医療型障害児入所支援

○○○71： 障害児入所支援 ○

○ ○○○ ○ ○○ ○ ○63： 放課後等デイサービス ○

○○ ○62： 医療型児童発達支援 ○ ○

○ ○ ○○○

サービス種類

61： 児童発達支援 ○ ○ ○ ○○ ○

【異動年月日の年月が令和6年6月～令和7年3月の場合】

− 75−4 −



施設等の区分 障害児施設区分

経
過
措
置
対
象
区
分

中
核
機
能
強
化
加
算
区
分

支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
未
公
表
減
算
の
有
無

入
浴
支
援
加
算
の
有
無

送
迎
加
算

（
医
ケ
ア

）
の
有
無

個
別
サ
ポ
ー

ト
加
算

（
Ⅰ

）
の
有
無

視
覚
・
聴
覚
言
語
障
害
児
支
援
加
算
の
有
無

多
職
種
連
携
支
援
加
算
の
有
無

小
規
模
グ
ル
ー

プ
ケ
ア
体
制

（
サ
テ
ラ
イ
ト
型

）
の
有
無

要
支
援
児
童
加
算

（
Ⅱ

）
の
有
無

地
域
生
活
支
援
拠
点
等
機
能
強
化
体
制
の
有
無

虐
待
防
止
措
置
未
実
施
減
算
の
有
無

身
体
拘
束
廃
止
未
実
施
減
算
の
有
無

高
次
脳
機
能
障
害
児
支
援
体
制
加
算
の
有
無

情
報
公
表
未
報
告
減
算
の
有
無

業
務
継
続
計
画
未
策
定
減
算
の
有
無

障
害
者
支
援
施
設
等
感
染
対
策
向
上
加
算
の
有
無

中
核
機
能
強
化
事
業
所
加
算
の
有
無

人
工
内
耳
装
用
児
支
援
加
算
の
有
無

共
生
型
サ
ー

ビ
ス
体
制
強
化
加
算

（
医
療
的
ケ
ア

）
の
有
無

食
事
提
供
加
算
区
分

福
祉
・
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算
の
有
無

福
祉
・
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

（
Ⅴ

）
区
分

55： 障害児相談支援 ○ ○ ○ ○

1：児童発達支援センター 01：重症心身障害以外の場合

2：児童発達支援センター以外 02：重症心身障害の場合

1：医療型児童発達支援センター

2：指定発達支援医療機関

01：重症心身障害以外の場合

02：重症心身障害の場合

64： 保育所等訪問支援 ○ ○ ○ ○ ○ ○

65： 居宅訪問型児童発達支援 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1：当該施設が単独施設 01：知的障害の場合

2：当該施設に併設する施設が 02：自閉症の場合

　 主たる施設 03：盲の場合

3：当該施設が主たる施設 04：ろうあの場合

05：肢体不自由の場合

1：医療型障害児入所施設

2：指定発達支援医療機関
○ ○○○ ○ ○ ○72： 医療型障害児入所支援

○ ○

○ ○○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○71： 障害児入所支援

○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

63： 放課後等デイサービス

○ ○ ○○

○

62： 医療型児童発達支援 ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○61： 児童発達支援 ○ ○ ○ ○

【異動年月日の年月が令和6年6月～令和7年3月の場合】

サービス種類
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施設等の区分 障害児施設区分

定
員
区
分

入
所
定
員
数

旧
法
施
設
定
員
数

栄
養
士
配
置
加
算
の
基
準

職
業
指
導
員
体
制
の
有
無

小
規
模
加
算
体
制
の
有
無

重
度
知
的
障
害
児
収
容
棟
設
置
の
有
無

肢
体
不
自
由
児
施
設
重
度
病
棟
設
置
の
有
無

強
度
行
動
障
害
加
算
体
制
整
備
の
有
無

障
害
児
通
園
施
設
の
相
互
利
用
制
度
体
制

（
知
的
障
害
児

）

障
害
児
通
園
施
設
の
相
互
利
用
制
度
体
制

（
肢
体
不
自
由
児

）

障
害
児
通
園
施
設
の
相
互
利
用
制
度
体
制

（
難
聴
幼
児

）

自
活
訓
練
加
算

（
Ⅰ

）
の
有
無

自
活
訓
練
加
算

（
Ⅱ

）
の
有
無

食
事
提
供
体
制
加
算

（
Ⅰ

）
の
有
無

食
事
提
供
体
制
加
算

（
Ⅱ

）
の
有
無

重
度
盲
ろ
う
あ
児
支
援
加
算
の
有
無

利
用
定
員
超
過
に
よ
る
減
算
の
有
無

事
業
運
営
安
定
化
事
業
助
成
の
有
無

福
祉
専
門
職
員
配
置
等
加
算
の
有
無

看
護
職
員
配
置
加
算
の
有
無

心
理
担
当
職
員
配
置
加
算
の
有
無

福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
有
無

福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
区
分

職
員
欠
如
に
よ
る
減
算
の
有
無

特
別
支
援
加
算
の
有
無

小
規
模
グ
ル
ー

プ
ケ
ア
加
算
の
有
無

指
導
員
加
配
加
算
の
有
無

延
長
支
援
加
算
の
有
無

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
専
任
加
算
の
有
無

み
な
し
指
定
の
有
無

福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
特
別
加
算
の
有
無

55： 障害児相談支援

1：児童発達支援センター 01：重症心身障害以外の場合

2：児童発達支援センター以外 02：重症心身障害の場合

1：医療型児童発達支援センター

2：指定発達支援医療機関

01：重症心身障害以外の場合

02：重症心身障害の場合

64： 保育所等訪問支援 ○ ○ ○

65： 居宅訪問型児童発達支援 ○ ○ ○

1：当該施設が単独施設 01：知的障害の場合

2：当該施設に併設する施設が 02：自閉症の場合

　 主たる施設 03：盲の場合

3：当該施設が主たる施設 04：ろうあの場合

05：肢体不自由の場合

1：医療型障害児入所施設

2：指定発達支援医療機関
○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○

72： 医療型障害児入所支援

○ ○ ○○ ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○

○

○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○

63： 放課後等デイサービス ○

○ ○○ ○

○

○ ○ ○ ○

【異動年月日の年月が令和6年4月～令和6年5月の場合】

サービス種類

61： 児童発達支援 ○ ○○ ○○○

71： 障害児入所支援 ○

62： 医療型児童発達支援

− 75−6 −



施設等の区分 障害児施設区分

関
係
機
関
連
携
加
算
の
有
無

開
所
時
間
減
算
の
有
無

児
童
指
導
員
等
配
置
加
算
の
有
無

保
育
職
員
加
配
加
算
の
有
無

重
度
障
害
児
支
援
加
算

（
強
度
行
動
障
害

）
の
有
無

相
談
支
援
機
能
強
化
型
体
制
の
有
無

訪
問
支
援
員
特
別
加
算
の
有
無

指
定
管
理
者
制
度
適
用
区
分

送
迎
加
算

（
重
度

）
の
有
無

共
生
型
サ
ー

ビ
ス
対
象
区
分

看
護
職
員
加
配
加
算
の
有
無

看
護
職
員
加
配
加
算

（
重
度

）
の
有
無

障
害
児
状
態
等
区
分

未
就
学
児
等
支
援
区
分

児
童
指
導
員
等
加
配
加
算
の
有
無

児
童
指
導
員
等
加
配
加
算

（
Ⅱ

）
の
有
無

自
己
評
価
結
果
等
未
公
表
減
算
の
有
無

行
動
障
害
支
援
体
制
加
算
の
有
無

要
医
療
児
者
支
援
体
制
加
算
の
有
無

精
神
障
害
者
支
援
体
制
加
算
の
有
無

地
域
生
活
支
援
拠
点
等
相
談
強
化
加
算
の
有
無

地
域
体
制
強
化
共
同
支
援
体
制
の
有
無

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
欠
如
減
算
の
有
無

地
域
生
活
支
援
拠
点
等
区
分

福
祉
・
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
の
有
無

専
門
的
支
援
加
算
の
有
無

ソ
ー

シ
ャ
ル
ワ
ー

カ
ー

配
置
加
算
の
有
無

主
任
相
談
支
援
専
門
員
配
置
加
算
の
有
無

ピ
ア
サ
ポ
ー

ト
体
制
加
算
の
有
無

福
祉
・
介
護
職
員
等
ベ
ー

ス
ア

ッ
プ
等
支
援
加
算
の
有
無

55： 障害児相談支援 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1：児童発達支援センター 01：重症心身障害以外の場合

2：児童発達支援センター以外 02：重症心身障害の場合

1：医療型児童発達支援センター

2：指定発達支援医療機関

01：重症心身障害以外の場合

02：重症心身障害の場合

64： 保育所等訪問支援 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

65： 居宅訪問型児童発達支援 ○ ○ ○ ○ ○ ○

1：当該施設が単独施設 01：知的障害の場合

2：当該施設に併設する施設が 02：自閉症の場合

　 主たる施設 03：盲の場合

3：当該施設が主たる施設 04：ろうあの場合

05：肢体不自由の場合

1：医療型障害児入所施設

2：指定発達支援医療機関
○○ ○○ ○ ○

○

○

○

72： 医療型障害児入所支援

○ ○○○

○

71： 障害児入所支援 ○

○ ○ ○○○ ○ ○○ ○ ○

○

63： 放課後等デイサービス ○

○ ○○ ○

○

62： 医療型児童発達支援 ○ ○

○ ○ ○ ○○○

サービス種類

61： 児童発達支援 ○ ○ ○ ○○ ○

【異動年月日の年月が令和6年4月～令和6年5月の場合】

− 75−7 −



施設等の区分 障害児施設区分

経
過
措
置
対
象
区
分

中
核
機
能
強
化
加
算
区
分

支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
未
公
表
減
算
の
有
無

入
浴
支
援
加
算
の
有
無

送
迎
加
算

（
医
ケ
ア

）
の
有
無

個
別
サ
ポ
ー

ト
加
算

（
Ⅰ

）
の
有
無

視
覚
・
聴
覚
言
語
障
害
児
支
援
加
算
の
有
無

多
職
種
連
携
支
援
加
算
の
有
無

小
規
模
グ
ル
ー

プ
ケ
ア
体
制

（
サ
テ
ラ
イ
ト
型

）
の
有
無

要
支
援
児
童
加
算

（
Ⅱ

）
の
有
無

地
域
生
活
支
援
拠
点
等
機
能
強
化
体
制
の
有
無

虐
待
防
止
措
置
未
実
施
減
算
の
有
無

身
体
拘
束
廃
止
未
実
施
減
算
の
有
無

高
次
脳
機
能
障
害
児
支
援
体
制
加
算
の
有
無

情
報
公
表
未
報
告
減
算
の
有
無

業
務
継
続
計
画
未
策
定
減
算
の
有
無

障
害
者
支
援
施
設
等
感
染
対
策
向
上
加
算
の
有
無

中
核
機
能
強
化
事
業
所
加
算
の
有
無

人
工
内
耳
装
用
児
支
援
加
算
の
有
無

共
生
型
サ
ー

ビ
ス
体
制
強
化
加
算

（
医
療
的
ケ
ア

）
の
有
無

食
事
提
供
加
算
区
分

予
備
１

予
備
２

55： 障害児相談支援 ○ ○ ○ ○

1：児童発達支援センター 01：重症心身障害以外の場合

2：児童発達支援センター以外 02：重症心身障害の場合

1：医療型児童発達支援センター

2：指定発達支援医療機関

01：重症心身障害以外の場合

02：重症心身障害の場合

64： 保育所等訪問支援 ○ ○ ○ ○

65： 居宅訪問型児童発達支援 ○ ○ ○ ○ ○

1：当該施設が単独施設 01：知的障害の場合

2：当該施設に併設する施設が 02：自閉症の場合

　 主たる施設 03：盲の場合

3：当該施設が主たる施設 04：ろうあの場合

05：肢体不自由の場合

1：医療型障害児入所施設

2：指定発達支援医療機関

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

71： 障害児入所支援

72： 医療型障害児入所支援

○61： 児童発達支援

62： 医療型児童発達支援

63： 放課後等デイサービス

【異動年月日の年月が令和6年4月～令和6年5月の場合】

サービス種類

○

○
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－ ８９－８ － 

項番 項目 
属性 

（※Ｚ） 
ﾊﾞｲﾄ数 内容 

必須入力 
（※１） 

備考 

１３０ 
福祉・介護職員等処遇改

善加算の有無 
コード値 2 

福祉・介護職員等処遇改善加

算の有無をコードで設定 
◎ 

01:無し 

02:Ⅰ 

03:Ⅱ 

04:Ⅲ 

05:Ⅳ 

06:Ⅴ 

※３、※４７ 

※４８、※５０ 

１３１ 
福祉・介護職員等処遇改

善加算（Ⅴ）区分 
コード値 2 

福祉・介護職員等処遇改善加

算（Ⅴ）区分をコードで設定 
○ 

01:Ⅴ（１） 

02:Ⅴ（２） 

03:Ⅴ（３） 

04:Ⅴ（４） 

05:Ⅴ（５） 

06:Ⅴ（６） 

07:Ⅴ（７） 

08:Ⅴ（８） 

09:Ⅴ（９） 

10:Ⅴ（１０） 

11:Ⅴ（１１） 

12:Ⅴ（１２） 

13:Ⅴ（１３） 

14:Ⅴ（１４） 

※３、※４７ 

※４９、※５０ 

※１：必須入力 ◎：必須、○：パターン毎に必須、△：任意設定、空白：不要 

※２：指定年月日を設定する。 

※３：サービス種類等により体制の無い加算については“0”または“NULL”を設定する。 それ以外の値が

設定された場合はエラーとし台帳への登録は行わない。 

※４：異動年月日の年月が平成 21 年 3 月以前の場合、“0”または“NULL”を設定する。 それ以外の値が

設定された場合はエラーとし台帳への登録は行わない。 

※５：異動年月日の年月が平成 21 年 9 月以前の場合、“0”または“NULL”を設定する。 それ以外の値が

設定された場合はエラーとし台帳への登録は行わない。 

※６：対応する項目が「2:有り」、または「2:該当」の場合にのみ設定する。 



 

－ ８９－１３ － 

※４５：児童発達支援及び放課後等デイサービスについて、異動年月日の年月が令和6年4月以降、「共

生型サービス対象区分」が「2:該当」の場合にのみ設定する。 

※４６：異動年月日の年月が令和6年4月以降の場合、「職業指導員体制の有無」は「日中活動支援加算

の有無」と読み替えて使用する。 

※４７：異動年月日の年月が令和6年5月以前の場合、“0”または“NULL”を設定する。それ以外の値が設

定された場合はエラーとし台帳への登録は行わない。 

※４８：異動年月日の年月が令和6年6月以降、令和7年3月以前の場合、「01:無し」、「02:Ⅰ」、「03:Ⅱ」、

「04:Ⅲ」、「05:Ⅳ」、または「06:Ⅴ」を設定する。異動年月日の年月が令和7年4月以降の場合、「01:

無し」、「02:Ⅰ」、「03:Ⅱ」、「04:Ⅲ」、または「05:Ⅳ」を設定する。 

保育所等訪問支援及び居宅訪問型児童発達支援については、異動年月日の年月が令和6年6月

以降、令和7年3月以前の場合、「01:無し」、「02:Ⅰ」、「04:Ⅲ」、「05:Ⅳ」、または「06:Ⅴ」を設定し、

異動年月日の年月が令和7年4月以降の場合、「01:無し」、「02:Ⅰ」、「04:Ⅲ」、または「05:Ⅳ」を設

定する。 

※４９：異動年月日の年月が令和6年6月以降、令和7年3月以前の場合、「福祉・介護職員等処遇改善加

算の有無」が「06:Ⅴ」の場合にのみ設定する。 

また、保育所等訪問支援及び居宅訪問型児童発達支援については、「01:Ⅴ（１）」、「02:Ⅴ（２）」、

「05:Ⅴ（５）」、「07:Ⅴ（７）」、「08:Ⅴ（８）」、「10:Ⅴ（１０）」、「11:Ⅴ（１１）」、「13:Ⅴ（１３）」、または「14:

Ⅴ（１４）」を設定する。 

※５０：異動年月日の年月が令和6年5月以前の場合、「福祉・介護職員等処遇改善加算の有無」は「予備

１」、「福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）区分」は「予備２」と読み替えて使用する。 

※Ｂ：「インタフェース仕様書 都道府県編 Ⅱ．障害児支援 １．２ インタフェース一覧」参照。 

※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 

※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。 



 

－ １０３－６ － 

項番 項目 
属性 

（※Ｚ） 
ﾊﾞｲﾄ数 内容 備考 

１１８ 
要支援児童加算（Ⅱ）の有

無 
コード値 1 

要支援児童加算（Ⅱ）の有無をコードで

設定 

1:無し 

2:有り 

１１９ 
地域生活支援拠点等機能

強化体制の有無 
コード値 1 

地域生活支援拠点等機能強化体制の有

無をコードで設定 

1:無し 

2:有り 

１２０ 
虐待防止措置未実施減算

の有無 
コード値 1 

虐待防止措置未実施減算の有無をコー

ドで設定 

1:無し 

2:有り 

１２１ 
身体拘束廃止未実施減算

の有無 
コード値 1 

身体拘束廃止未実施減算の有無をコー

ドで設定 
※Ｃ 

１２２ 
高次脳機能障害児支援体

制加算の有無 
コード値 1 

高次脳機能障害児支援体制加算の有無

をコードで設定 

1:無し 

2:Ⅱ 

3:Ⅰ 

１２３ 
情報公表未報告減算の有

無 
コード値 1 

情報公表未報告減算の有無をコードで

設定 

1:無し 

2:有り 

１２４ 
業務継続計画未策定減算

の有無 
コード値 1 

業務継続計画未策定減算の有無をコー

ドで設定 

1:無し 

2:有り 

１２５ 
障害者支援施設等感染対

策向上加算の有無 
コード値 1 

障害者支援施設等感染対策向上加算の

有無をコードで設定 

1:無し 

2:Ⅰ 

3:Ⅱ 

4:Ⅰ・Ⅱ 

１２６ 
中核機能強化事業所加算

の有無 
コード値 1 

中核機能強化事業所加算の有無をコー

ドで設定 

1:無し 

2:有り 

１２７ 
人工内耳装用児支援加算

の有無 
コード値 1 

人工内耳装用児支援加算の有無をコー

ドで設定 

1:無し 

2:Ⅰ 

3:Ⅱ 

１２８ 
共生型サービス体制強化

加算（医療的ケア）の有無 
コード値 1 

共生型サービス体制強化加算（医療的ケ

ア）の有無をコードで設定 

1:無し 

2:有り 

１２９ 食事提供加算区分 コード値 1 食事提供加算区分をコードで設定 

1:非該当 

2:Ⅰ 

3:Ⅱ 

１３０ 
福祉・介護職員等処遇改善

加算の有無 
コード値 2 

福祉・介護職員等処遇改善加算の有無

をコードで設定 

01:無し 

02:Ⅰ 

03:Ⅱ 

04:Ⅲ 

05:Ⅳ 

06:Ⅴ 



 

－ １０３－７ － 

項番 項目 
属性 

（※Ｚ） 
ﾊﾞｲﾄ数 内容 備考 

１３１ 
福祉・介護職員等処遇改善

加算（Ⅴ）区分 
コード値 2 

福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）区

分をコードで設定 

01:Ⅴ（１） 

02:Ⅴ（２） 

03:Ⅴ（３） 

04:Ⅴ（４） 

05:Ⅴ（５） 

06:Ⅴ（６） 

07:Ⅴ（７） 

08:Ⅴ（８） 

09:Ⅴ（９） 

10:Ⅴ（１０） 

11:Ⅴ（１１） 

12:Ⅴ（１２） 

13:Ⅴ（１３） 

14:Ⅴ（１４） 

※１：「福祉・介護職員処遇改善加算キャリアパス区分」には以下の内容がコードで設定される。 

異動年月日の年月が平成 22 年 10 月以降、平成 24 年 3 月以前の場合 

1:減算なし 

2:20％減算（キャリアパス要件、定量的要件） 

3:10％減算（キャリアパス要件） 

4:10％減算（定量的要件） 

異動年月日の年月が平成 24 年 4 月以降、平成 27 年 3 月以前の場合 

1:Ⅰ 

2:Ⅲ（キャリアパス要件、定量的要件） 

3:Ⅱ（キャリアパス要件） 

4:Ⅱ（定量的要件） 

異動年月日の年月が平成 27 年 4 月以降、平成 29 年 3 月以前の場合 

1:Ⅱ 

2:Ⅳ（キャリアパス要件、職場環境等要件） 

3:Ⅲ（キャリアパス要件） 

4:Ⅲ（職場環境等要件） 

5:Ⅰ 

異動年月日の年月が平成 29 年 4 月以降、令和 4 年 9 月以前の場合 

1:Ⅲ 

2:Ⅴ（キャリアパス要件、職場環境等要件） 

3:Ⅳ（キャリアパス要件） 

4:Ⅳ（職場環境等要件） 

5:Ⅱ 

6:Ⅰ 

異動年月日の年月が令和 4 年 10 月以降の場合 

1:Ⅲ 

5:Ⅱ 

6:Ⅰ 



 

－ １１７－６ － 

項番 項目 
属性 

（※Ｚ） 
ﾊﾞｲﾄ数 内容 備考 

１１８ 
要支援児童加算（Ⅱ）の有

無 
コード値 1 

要支援児童加算（Ⅱ）の有無をコード

で設定 

1:無し 

2:有り 

１１９ 
地域生活支援拠点等機能

強化体制の有無 
コード値 1 

地域生活支援拠点等機能強化体制の

有無をコードで設定 

1:無し 

2:有り 

１２０ 
虐待防止措置未実施減算

の有無 
コード値 1 

虐待防止措置未実施減算の有無をコ

ードで設定 

1:無し 

2:有り 

１２１ 
身体拘束廃止未実施減算

の有無 
コード値 1 

身体拘束廃止未実施減算の有無をコ

ードで設定 
※Ｃ 

１２２ 
高次脳機能障害児支援体

制加算の有無 
コード値 1 

高次脳機能障害児支援体制加算の有

無をコードで設定 

1:無し 

2:Ⅱ 

3:Ⅰ 

１２３ 
情報公表未報告減算の有

無 
コード値 1 

情報公表未報告減算の有無をコード

で設定 

1:無し 

2:有り 

１２４ 
業務継続計画未策定減算

の有無 
コード値 1 

業務継続計画未策定減算の有無をコ

ードで設定 

1:無し 

2:有り 

１２５ 
障害者支援施設等感染対

策向上加算の有無 
コード値 1 

障害者支援施設等感染対策向上加算

の有無をコードで設定 

1:無し 

2:Ⅰ 

3:Ⅱ 

4:Ⅰ・Ⅱ 

１２６ 
中核機能強化事業所加算

の有無 
コード値 1 

中核機能強化事業所加算の有無をコ

ードで設定 

1:無し 

2:有り 

１２７ 
人工内耳装用児支援加算

の有無 
コード値 1 

人工内耳装用児支援加算の有無をコ

ードで設定 

1:無し 

2:Ⅰ 

3:Ⅱ 

１２８ 
共生型サービス体制強化

加算（医療的ケア）の有無 
コード値 1 

共生型サービス体制強化加算（医療

的ケア）の有無をコードで設定 

1:無し 

2:有り 

１２９ 食事提供加算区分 コード値 1 食事提供加算区分をコードで設定 

1:非該当 

2:Ⅰ 

3:Ⅱ 

１３０ 
福祉・介護職員等処遇改

善加算の有無 
コード値 2 

福祉・介護職員等処遇改善加算の有

無をコードで設定 

01:無し 

02:Ⅰ 

03:Ⅱ 

04:Ⅲ 

05:Ⅳ 

06:Ⅴ 



 

－ １１７－７ － 

項番 項目 
属性 

（※Ｚ） 
ﾊﾞｲﾄ数 内容 備考 

１３１ 
福祉・介護職員等処遇改

善加算（Ⅴ）区分 
コード値 2 

福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）

区分をコードで設定 

01:Ⅴ（１） 

02:Ⅴ（２） 

03:Ⅴ（３） 

04:Ⅴ（４） 

05:Ⅴ（５） 

06:Ⅴ（６） 

07:Ⅴ（７） 

08:Ⅴ（８） 

09:Ⅴ（９） 

10:Ⅴ（１０） 

11:Ⅴ（１１） 

12:Ⅴ（１２） 

13:Ⅴ（１３） 

14:Ⅴ（１４） 

※１：「福祉・介護職員処遇改善加算キャリアパス区分」には以下の内容がコードで設定される。 

異動年月日の年月が平成 22 年 10 月以降、平成 24 年 3 月以前の場合 

1:減算なし 

2:20％減算（キャリアパス要件、定量的要件） 

3:10％減算（キャリアパス要件） 

4:10％減算（定量的要件） 

異動年月日の年月が平成 24 年 4 月以降、平成 27 年 3 月以前の場合 

1:Ⅰ 

2:Ⅲ（キャリアパス要件、定量的要件） 

3:Ⅱ（キャリアパス要件） 

4:Ⅱ（定量的要件） 

異動年月日の年月が平成 27 年 4 月以降、平成 29 年 3 月以前の場合 

1:Ⅱ 

2:Ⅳ（キャリアパス要件、職場環境等要件） 

3:Ⅲ（キャリアパス要件） 

4:Ⅲ（職場環境等要件） 

5:Ⅰ 

異動年月日の年月が平成 29 年 4 月以降、令和 4 年 9 月以前の場合 

1:Ⅲ 

2:Ⅴ（キャリアパス要件、職場環境等要件） 

3:Ⅳ（キャリアパス要件） 

4:Ⅳ（職場環境等要件） 

5:Ⅱ 

6:Ⅰ 

異動年月日の年月が令和 4 年 10 月以降の場合 

1:Ⅲ 

5:Ⅱ 

6:Ⅰ 




